
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議次第 

1. 開 会 

2. 市長あいさつ 

3. 会長・副会長選出 

4. 諮 問 

5. 協議事項 

6. 議 事 

平成２１年度市民参加手続の実施状況について 

7. その他 

8. 閉 会 

平成２２年６月１７日（木）１８:３０～ 

石狩市役所５階  第１委員会室 



◆資    料◆ 

 

 

資料１ 平成 21年度市民参加手続の実施状況 

資料２ 平成 21年度審議会等の会議予定の公表、会議録作成及び傍聴状況 

資料３ 平成 21年度パブリックコメント手続の実施状況 

資料４ パブリックコメント手続の検討結果について 

資料５ 第４次審議会からの答申に対する取り組み状況 

資料６ 市民参加手続マニュアル２０１０・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊 

 

 

◆委 員 名 簿◆ 

 

役職 氏名 選任区分 肩書 選任 

委員 浅井 秀樹 一般公募  新規 

委員 大森 千鶴 一般公募  新規 

委員 佐々木 春代 学識経験者 元札幌市総務局局長職 新規 

委員 柴田 由美子 団体推薦 石狩市女性団体連絡協議会会長 継続 

委員 砂子 タケ子 団体推薦 石狩市消費者協会監事 継続 

委員 傳法 公麿 学識経験者 藤女子大学人間生活学部教授 継続 

委員 西 陽子 一般公募  継続 

委員 西野 悦子 団体推薦 石狩青年会議所青少年育成委員会委員 新規 

委員 細川 修次 市職員 総務部 総務課長 新規 

委員 松永 大 一般公募  新規 

委員 丸山 孝志 市職員 企画経済部 市長政策室 秘書広報課長 新規 

委員 三島 照子 一般公募  継続 

委員 向井 邦弘 一般公募  新規 

委員 山本 勝美 団体推薦 石狩市連合町内会連絡協議会理事 新規 

委員 渡邊 信善 団体推薦 石狩市体育協会副会長 新規 

事務局 佐々木 隆哉 企画経済部長 

事務局 上ケ嶋 浩幸 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課長 

事務局 岩本 隆行 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課 主査 

事務局 田村 奈緒美 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課 主査 

事務局 清水 千晴 企画経済部 協働推進・市民の声を聴く課 主査 

 



協議事項 

 

１，第５次審議会の運営ルールについて 

【これまでの「石狩市市民参加制度調査審議会」の運営ルール】 

１，議事録の作成 

◼ 議事録は全文を記録する 

◼ 議事録の内容は、出席委員全員で確認する 

◼ 出席委員の確認終了後、会長の署名により議事録を確定する 

 

２，傍聴者の意見提出 

◼ 傍聴者が書面で感想や意見を提出することを認める 

 

 

２，第５次審議会の審議内容について 

【第４次市民参加制度調査審議会からの提言内容】 

第１次から第４次の市民参加制度調査審議会では、前年度の実施状況や職員アンケー

トの結果などから、手続の実施状況の評価や制度の改善方策について議論し、市では、

これに基づきさまざまな改善を重ねてきたことは評価できます。 

この結果、いくつかの問題点は散見されるものの、ここ数年は概ね良好に制度が運用

されており、さらなる大きな改善点を見出すことが難しい状況になっています。 

このことから、今後の審議会運営に当たっては、制度の運用の改善について全般的に

議論するよりも、個別の案件に関して事例ごとに手続方法の選択や市の検討結果などに

ついて深く掘り下げて議論することが好ましいと考えます。 

 

これまでの審議状況 

◼ 各年度の第１回審議会において、前年度の実施状況を報告。 

◼ 手続の実施運用状況について、総括的に評価。 

 

 



資料１ 平成２１年度市民参加手続の実施状況 

 

担当課 市民参加手続のテーマ 手続内容 終了月日 備考 
参加 

人数 

総務課 

石狩市の休日に関する条

例の改正 
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.4.15   2 

平成２１年度石狩市表彰

被表彰者の選考 
審議会 H21.10.6 表彰審査委員会 7 

情報推進課 

災害時などにおける要援

護者の把握のための個人

情報の目的外利用及び提

供について（福祉総務課）  

審議会 H21.8.19 
情報公開・個人 

情報保護審査会 
5 

中学校部活動における生

徒指導実態調査実施のた

めの生徒指導要録の個人

情報利用について（学校

教育課） 

審議会 H21.8.19 
情報公開・個人 

情報保護審査会 
9 

個人情報訂正決定に関す

る不服申し立てについて

（学校教育課） 

審議会 H21.11.6 
情報公開・個人 

情報保護審査会 
4 

新型インフルエンザワクチ

ン費用助成事業に伴う対

象者把握のための個人情

報の目的外利用について

（保健推進課） 

審議会 H21.11.6 
情報公開・個人 

情報保護審査会 
4 

年金記録の確認調査に係

る市が保有する電話番号

等の利用と提供について

（国民健康保険課） 

審議会 H22.2.3 
情報公開・個人 

情報保護審査会 
5 

新型インフルエンザワクチ

ン費用助成事業に伴う対

象者把握のための個人情

報の目的外利用について

（保健推進課） 

審議会 H22.2.3 
情報公開・個人 

情報保護審査会 
5 

企画課 

平成２１年度行政評価（施

策・事業）の作業中間報告

について 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.9.24   2 

審議会 H21.11.9 行政評価委員会 5 

協働推進・市

民の声を聴く課 

市民参加手続の実施運用

状況および市民参加制度

の改善方策について 

審議会 H22.2.22 
市民参加制度 

調査審議会 
36 

第２次石狩市男女共同参

画プランの策定 

審議会 
H22.3.29 

から継続 

男女共同参画 

推進委員会 
12 

その他 H21.10.23 
男女平等に関す

る意識調査 
334 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ H22.2.20  19 

 



 

担当課 市民参加手続のテーマ 手続内容 終了月日 備考 
参加 

人数 

農林水産課 

石狩市鳥獣被害防止計

画の策定 
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.4.30   1 

石狩市農村滞在型余暇活

動機能整備計画の策定 
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H22.1.20   2 

地域森林計画の変更に

伴う石狩市森林整備計

画の変更 

縦覧・意見

書提出手続 
H22.2.19   0 

商工労働観光課 

石狩市地場企業等活性

化計画の改訂 
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.4.30   3 

小規模企業活性化資金

融資の損失補償の審査 
審議会 随時開催 

融資制度損失 

補償審査委員会 
4 

企業誘致室 

石狩市企業立地促進条

例の改正と（仮）石狩市

データセンター立地促進

条例の制定 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H22.10.30   0 

財政課 

使用料・手数料等の改定 

審議会 H21.7.30 
使用料・手数料 

等審議会 
15 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.9.30   20 

（仮）石狩市学び交流セ

ンター使用料の新設 
審議会 H21.12.1 

使用料・手数料

等審議会 
9 

国民健康保険課 

第１次石狩市国民健康

保険事業経営健全化計

画の策定 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.12.28   2 

環境課 
石狩市環境基本計画の

改定 

審議会 
H21.7.9 

から継続 
環境審議会 9 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
H21.10.22 

から継続 

環境基本計画 

改定市民協議会 
38 

福祉総務課 

石狩市地域福祉計画の

策定について 

その他 H21.7.24 地域福祉懇談会 28 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.10.30   2 

市民会議 H21.11.24 地域福祉推進会議 101 

審議会 H22.3.29 社会福祉審議会 16 

敬老会交付金事業の見

直しについて 
審議会 H22.3.29 社会福祉審議会 8 

保育料の改定について 審議会 H22.3.29 社会福祉審議会 8 

障がい支援課 

石狩市障がい福祉計画・

石狩市障がい者計画の

改定 

審議会 
H21.1.28 

から継続 

障害福祉計画作

成委員会 
15 

高齢者支援課 
要介護認定・要支援認

定の審査判定 
審議会 随時開催 介護認定審査会 15 

 



 

担当課 市民参加手続のテーマ 手続内容 終了月日 備考 
参加 

人数 

子育て支援課 

石狩市次世代育成支援

行動計画後期計画『こど

も・あいプラン』の策定 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.12.28   1 

市民会議 H22.2.8 
いしかり子ども 

総合支援会議 
85 

子育て支援課・

児童館 
児童館の新設について 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.9.9   2 

市民会議 H22.2.25 
新しい児童館を

考える市民会議 
53 

建）管理課 
（仮）あつたふるさとの森

づくり構想について 
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ H21.7.11 

あつたふるさとの 

森づくりﾜｰｸｼｮｯﾌ  ゚
23 

都市開発課 

札幌圏都市計画区域の

整備、開発及び保全の

方針と区域区分の見直し 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.6.30   0 

審議会 H21.7.16 都市計画審議会 9 

建築基準法第 51 条ただ

し書きの規定による、そ

の他の処理施設の敷地

の位置について（北海道

知事付議） 

審議会 H21.7.16 都市計画審議会 9 

札幌圏都市計画用途地

域の変更 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.7.31   0 

審議会 H21.8.25 都市計画審議会 9 

工務課 
合併に伴う水道の事業

統合認可について 
審議会 H21.9.4 

水道事業運営委

員会 
22 

下水道課 

特定環境保全公共下水

道事業安定化基金条例

の改正 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.10.30   1 

石狩市下水道中期ビジョ

ンの策定 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H22.1.20   1 

審議会 H22.2.24 
下水道事業運営

委員会 
24 

生）管理課 

平成２１年度石狩市教育

委員会表彰被表彰者の

選考 

審議会 H21.12.16 
教育委員会表彰

選考委員会 
7 

学校教育課 
平成２１年度奨学生の選

考 
審議会 H21.5.27 奨学審議委員会 11 

社会教育課 

平成２１年度石狩市芸術

文化振興奨励補助金交

付対象事業の決定 

審議会 H21.7.15 
社会教育委員の

会議 
10 

（仮）石狩市学び交流セ

ンターの使用料の新設 
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H22.1.20   0 

文化財課 

厚田資料室・はまます郷

土資料館の休館日の変

更 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H22.2.15   0 



 

担当課 市民参加手続のテーマ 手続内容 終了月日 備考 
参加 

人数 

市民図書館 
石狩市民図書館ビジョン

の策定 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.12.28   0 

審議会 H22.1.29 市民図書館協議会 18 

給食センター 
学校給食費の改定につ

いて 
審議会 H22.4.19  

学校給食センタ

ー運営委員会 
12 

施策推進担当 

紅葉山小学校施設の跡

利用について 

その他 H21.4.28 意見交換会 22 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.7.31  11 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ H21.9.14  6 

平成２１年度教育委員会

の点検・評価 
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.10.30  1 

石狩市教育プラン・子ど

も読書活動推進計画の

策定 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ H21.12.28   5 

市民会議 H22.2.8 
いしかり子ども総

合支援会議 
85 

厚田支所 

地域振興課 

厚田総合センターの改

修について 
その他 H22.2.9 意見交換会 11 

 

 

手続の内容 
平成２１年度 平成２０年度 増減 

件数 参加人数 件数 参加人数 件数 参加人数 

審議会 ２９件 ３２２人 ２６件 ２４４人 ３件 ７８人 

パブリックコメント ２１件 ５６人 ９件 ４３人 １２件 １３人 

縦覧・意見書提出 １件 ０人 ５件 ２人 △４件 △２人 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民会議 ８件 ４１０人 １件 ６６人 ７件 ３４４人 

その他 ４件 ３９５人 ３件 １４人 １件 ３８１人 

合 計 ６３件 １，１８３人 ４４件 ３６９人 １９件 ８１４人 

 



資料２平成21年度審議会等の会議予定の公表、会議録作成及び傍聴状況

№ 担当課 審議会等の名称 回 開催日 公開 諮問
ＨＰ
掲載日

あい・
ボード

傍聴
議事録
確定

作成
方法

1 総務課 表彰審査委員会 1 10月6日 × × 9月24日 ― ― 10月6日 要点

1 11月20日 ○ × 11月11日 11月12日 0 12月8日

2 12月18日 ○ × 12月8日 12月10日 0 12月28日

1 5月12日 ○ × 5月1日 5月7日 0 7月8日

2 8月19日 ○ ○ 8月10日 8月13日 1 9月17日

3 11月6日 ○ ○ 11月2日 11月5日 0 12月3日

4 2月3日 ○ ○ 1月27日 1月28日 0 2月19日

1 9月10日 × × 未掲載 ― ― 非公表

2 11月13日 × × 10月28日 ― ― 非公表

1 5月8日 ○ × 4月27日 4月30日 1 6月18日

2 9月28日 ○ × 9月16日 9月18日 0 10月22日

3 10月5日 ○ × 9月29日 10月1日 0 10月22日

4 10月6日 ○ × 9月29日 10月1日 0 10月22日

5 10月15日 ○ × 10月5日 10月8日 1 11月5日

6 10月22日 ○ × 10月14日 10月15日 0 11月5日

7 10月27日 ○ × 10月20日 10月22日 0 11月9日

8 10月30日 ○ × 10月20日 10月22日 1 11月9日

9 11月5日 ○ × 10月28日 10月29日 1 11月19日

10 11月9日 ○ × 11月2日 11月5日 0 11月19日

6 企画調整課 過疎地有償運送運営協議会 1 12月22日 ○ × 12月7日 12月10日 0 1月21日 全文

1 6月15日 ○ × 5月29日 6月4日 0 7月18日

2 12月10日 ○ × 11月24日 12月3日 1 12月23日

3 2月22日 ○ × 2月8日 2月10日 1 3月6日

1 10月1日 ○ × 9月25日 9月18日 2 10月26日

2 3月29日 ○ ○ 3月8日 3月11日 1 4月20日

9
商工労働観光
課

融資制度損失補償審査委員会 1 7月1日 × ○ 6月22日 ― ― 7月1日 要点

1 6月10日 ○ ○ 6月3日 6月4日 1 7月9日

2 7月9日 ○ × 7月2日 7月2日 1 8月25日

3 11月27日 ○ ○ 11月18日 11月19日 0 12月28日

財政課 使用料・手数料等審議会10 要点

全文

全文

7

8

協働推進・市
民の声を聴く
課

市民参加制度調査審議会

協働推進・市
民の声を聴く
課

男女共同参画推進委員会

企画調整課 行政評価委員会5 要点

契約課 指定管理者選定委員会 要点4

情報推進課
情報公開・個人情報保護審査
会

全文3

2 職員課 行政改革懇話会 要点



№ 担当課 審議会等の名称 回 開催日 公開 諮問
ＨＰ
掲載日

あい・
ボード

傍聴
議事録
確定

作成
方法

1 8月26日 ○ × 8月18日 8月20日 1 9月18日

2 11月26日 ○ × 11月18日 11月19日 0 12月18日

3 2月24日 ○ × 2月15日 2月18日 0 3月23日

1 7月9日 ○ ○ 6月29日 7月2日 0 8月6日

2 2月18日 ○ × 2月9日 2月10日 1 3月5日

1 7月6日 ○ × 6月30日 7月2日 0 8月5日

2 9月15日 ○ × 9月8日 9月8日 0 10月14日

3 11月17日 ○ × 11月9日 11月12日 1 12月15日

4 2月4日 ○ × 1月27日 1月28日 0 3月3日

1 7月7日 ○ × 6月24日 6月25日 1 7月29日

2 10月2日 ○ × 9月24日 10月1日 0 10月29日

3 12月18日 ○ ○ 11月24日 12月10日 1 1月15日

4 1月15日 ○ × 12月28日 1月7日 1 2月15日

5 2月24日 ○ ○ 2月15日 2月18日 0 3月26日

15 福祉総務課 福祉有償運送運営協議会 1 8月21日 ○ × 8月10日 8月13日 4 9月7日 要点

16 障がい支援課 障害者自立支援認定審査会 13 × ×
開催日の
１週間前

― ― 一覧

3 11月18日 ○ × 11月11日 11月12日 1 2月8日

4 1月21日 ○ × 1月13日 1月14日 1 2月8日

18 高齢者支援課 石狩市介護認定審査会 73 × × 毎月 ― ― 一覧

1 7月15日 ○ × 6月23日 7月9日 3 9月9日

2 2月15日 ○ × 1月28日 2月4日 2 2月24日

1 4月21日 × × 4月2日 ― ― 5月21日

2 7月15日 × × 6月23日 ― ― 9月9日

3 2月15日 × × 1月28日 ― ― 2月24日

1 6月16日 ○ × 5月7日 5月14日 0 6月30日

2 7月16日 ○ ○ 6月19日 7月2日 0 8月5日

3 8月25日 ○ ○ 7月22日 8月13日 0 9月15日

1 5月18日 ○ ○ 5月7日 5月14日 0 8月3日

2 9月4日 ○ × 8月24日 8月27日 2 10月29日

3 10月29日 × × 10月5日 ― ― ―

4 12月22日 ○ × 12月14日 12月17日 1 1月27日

業務課 水道事業運営委員会22 全文

都市開発課 都市計画審議会 全文21

要点
地域密着型サービス運営委員
会

高齢者支援課20

高齢者支援課
地域包括支援センター運営協
議会

19 要点

障がい支援課 障害福祉計画作成委員会17 全文

14 福祉総務課 社会福祉審議会 全文

石狩浜海浜植
物保護セン
ター

石狩浜海浜植物保護センター
運営委員会

要点13

環境課 環境審議会 全文12

国民健康保険
課

国民健康保険運営協議会 要点11



№ 担当課 審議会等の名称 回 開催日 公開 諮問
ＨＰ
掲載日

あい・
ボード

傍聴
議事録
確定

作成
方法

1 10月28日 ○ ○ 10月5日 10月22日 1 12月2日

2 12月10日 ○ × 11月24日 12月3日 2 1月22日

3 1月29日 ○ × 12月21日 1月7日 2 2月22日

24 下水道課
個別排水処理施設整備事業運
営委員会

1 7月6日 ○ × 5月19日 6月11日 0 8月12日 全文

25
教育委員会管
理課

教育委員会表彰選考委員会 1 12月16日 × ○ 12月10日 ― - 12月21日 要点

26 学校教育課 奨学審議委員会 1 5月27日 × ○ 5月18日 ― - 6月2日 要点

1 7月14日 ○ ○ 6月22日 7月2日 0 7月23日

2 11月17日 ○ × 10月22日 10月29日 0 12月11日

3 2月23日 ○ × 2月3日 2月4日 0 3月21日

1 5月28日 ○ × 5月11日 5月14日 1 7月1日

2 11月17日 ○ ○ 11月9日 11月12日 1 12月21日

3 1月29日 ○ × 1月20日 1月21日 2 2月25日

4 2月26日 ○ × 2月9日 2月18日 1 3月26日

1 11月27日 ○ × 11月11日 11月19日 1 12月22日

2 3月12日 ○ ○ 3月1日 3月4日 3 4月6日

30
地域教育推進
室

教育委員会外部評価委員会 1 1月12日 ○ × 1月5日 1月7日 0 1月29日 要点

1 4月23日 ○ × 4月15日 4月16日 3 5月28日

2 5月28日 ○ × 5月20日 5月21日 1 6月26日

3 6月26日 ○ × 6月17日 6月18日 0 7月30日

4 7月30日 ○ × 7月22日 7月23日 7 8月25日

5 8月24日 ○ × 8月18日 8月20日 2 9月25日

6 9月25日 ○ × 9月16日 9月17日 1 10月27日

7 10月27日 ○ × 10月20日 10月22日 4 11月27日

8 11月27日 ○ × 11月17日 11月19日 0 12月18日

9 12月18日 ○ × 12月8日 12月10日 0 1月22日

10 1月22日 ○ × 1月13日 1月14日 0 2月25日

11 2月25日 ○ × 2月17日 2月18日 1 3月25日

12 3月25日 ○ × 3月17日 3月18日 1 4月28日

厚田支所
地域振興課

厚田区地域協議会 要点31

給食センター 学校給食センター運営委員会 全文29

石狩市民図書
館

図書館協議会 全文28

社会教育課 社会教育委員の会議 要点27

下水道課 下水道事業運営委員会23 要点



№ 担当課 審議会等の名称 回 開催日 公開 諮問
ＨＰ
掲載日

あい・
ボード

傍聴
議事録
確定

作成
方法

1 4月23日 ○ × 4月13日 4月16日 0 5月12日

2 6月10日 ○ × 6月3日 6月4日 0 6月23日

3 7月24日 ○ × 7月24日 7月16日 0 8月28日

4 9月25日 ○ × 9月16日 9月17日 0 10月13日

5 10月27日 ○ × 10月20日 10月22日 0 11月16日

6 11月18日 ○ × 11月9日 11月12日 0 12月1日

7 12月16日 ○ × 12月7日 12月10日 0 1月4日

8 1月28日 ○ × 1月18日 1月21日 0 2月23日

9 3月24日 ○ × 3月15日 3月18日 0 4月21日

181 85 66

■公開会議１回あたりの傍聴者数　⇒　０．７８人
　□過去の平均傍聴者数　⇒《H20》1.27人、《H19》1.83人、《H18》1.25人、《H17》1.61人、《H16》1.06人、《H15》1.13人

■会議開催から議事録公開までの平均日数　⇒　２５．６日
　□過去の平均日数　⇒《H20》30.8日、《H19》36.0日、《H18》33.3日、《H17》23.3日、《H16》51.5日、《H15》47.6日

■報告もれによる会議予定の公表（あい・ボード）ができなかった件数　⇒　０件

■報告もれによる会議予定の公表（あい・ボード）ができなかった件数　⇒　０件
　□過去の平均日数　⇒《H20》30.8日、《H19》36.0日、《H18》33.3日、《H17》23.3日、《H16》51.5日、《H15》47.6日

浜益支所
地域振興課

浜益区地域協議会 全文32



資料３　平成21年度パブリックコメント手続の実施状況

人数 件数 採用 不採用 既記載 参考 その他

1 年末年始の休日改定 総務課 3/16 ～ 4/15 2 2 0 0 0 0 2

2
石狩市鳥獣被害防止計画の
策定

農林水産
課

4/1 ～ 4/30 1 2 0 1 0 1 0

3
石狩市地場企業等活性化計
画の改訂

商工労働
観光課

4/1 ～ 4/30 3 16 4 5 3 4 0

4
札幌圏都市計画区域の整
備、開発及び保全の方針と
区域区分の見直し

都市開発
課

6/1 ～ 6/30 0 0 0 0 0 0 0

5
札幌圏都市計画用途地域の
変更

都市開発
課

7/1 ～ 7/31 0 0 0 0 0 0 0

6 紅葉山小学校施設の跡利用
地域教育
推進室

7/1 ～ 7/31 11 9 3 2 0 2 2

7 児童館の新設
子育て支援
課・児童館

8/10 ～ 9/9 2 8 0 1 0 3 4

8
平成２１年度行政評価中間報
告に関する意見募集

企画課 8/24 ～ 9/24 2 6 3 1 0 2 0

9 使用料・手数料等の見直し 財政課 9/1 ～ 9/30 20 3 0 1 0 2 0

10
特定環境保全公共下水道事
業安定化基金条例の改正

下水道課 10/1 ～ 10/30 1 3 0 0 0 0 3

11 石狩市地域福祉計画の策定
福祉総務
課

10/1 ～ 10/30 2 4 0 0 0 3 1

12
石狩市企業立地促進条例の
改正・石狩市データセンター
立地促進条例の制定

企業誘致
室

10/1 ～ 10/30 0 0 0 0 0 0 0

13
平成２１年度教育委員会事務
事業の点検・評価

施策推進
担当

10/1 ～ 10/30 1 1 0 0 0 1 0

14
第１次石狩市国民健康保険
事業経営健全化計画の策定

国民健康
保険課

12/1 ～ 12/28 2 11 1 3 1 3 3

15
石狩市教育プラン・子ども読
書活動推進計画の策定

施策推進
担当

12/1 ～ 12/28 5 34 15 9 1 3 6

16
石狩市次世代育成支援行動
計画後期計画「こども・あいプ
ラン」の策定

子育て支援
課

12/1 ～ 12/28 1 4 0 0 2 0 2

17
石狩市民図書館ビジョンの策
定

市民図書
館

12/1 ～ 12/28 0 0 0 0 0 0 0

18
石狩市下水道中期ビジョンの
策定

下水道課 12/21 ～ 1/20 1 4 0 1 0 1 2

19
（仮称）石狩市学び交流セン
ターの使用料の新設

社会教育
課

12/21 ～ 1/20 0 0 0 0 0 0 0

20
石狩市農村滞在型余暇活動
機能整備計画の策定

農林水産
課

12/21 ～ 1/20 2 9 1 4 1 2 1

21
厚田資料室及びはまます郷
土資料館の休館日の変更

文化財課 1/15 ～ 2/15 0 0 0 0 0 0 0

56 116 27 28 8 27 26
(2.7人) (5.5件) (23.3%) (24.1%) (6.9%) (23.3%) (22.4%)

意見等の反映状況
意見等の
提出状況期　　　間担当課市民参加手続のテーマ

合   計 21案件



過去の意見の検討状況

人数 件数 採用 不採用 既記載 参考 その他

43 45 11 11 10 6 7
(4.8人) (5.0件) (24.4%) (24.4%) (22.2%) (13.3%) (15.6%)

30 94 13 44 6 14 17
(2.1人) (6.7件) (13.8%) (46.8%) (6.4%) (14.9%) (18.1%)

80 412 111 93 53 89 66
(4.4人) (22.9件) (26.9%) (22.6%) (12.9%) (21.6%) (16.0%)

年度 件数
意見等の反映状況

意見等の
提出状況

9案件

14案件

18案件

平成20年度

平成19年度

平成18年度



資料４ パブリックコメント手続の検討結果について 
 

【検討結果の内訳】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

採用・反映（一部採用・一部反映を含む） 意見に基づき、原案を修正（一部反映）するもの 

不採用 意見を原案に反映しないもの 

既記載・記載済 すでに原案に盛り込まれているもの 

参考 原案には盛り込めないが、今後の参考とするもの 

その他 意見として伺ったもの 

 

 

【意見の検討状況】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

テーマ１ 石狩市の休日に関する条例の改正（年末年始の変更） 

担 当 課 総務課 期 間 平成２１年３月１６日～平成２１年４月１５日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ 改正に賛成。他市に合わせた年末年始

の休日が利用しやすいと思います。特に年

始が遅いと不便な時があります。 

その他 これまでも北海道や札幌市などと、

休日の違いにより不便を感じていた

市民の方から、ご要望やご意見をい

ただいておりました。 

この度、改正案のとおり、平成２１

年第２回議会定例会に条例案を提出

いたします。 

２ 今までの年末年始の休日が分かりづらく

家族の中でも混乱していたので結構なこと

だと思う。逆に今までなぜ変えなかったのか

が不思議。 

 

 

テーマ２ 石狩市鳥獣被害防止計画の策定について 

担 当 課 農林水産課 期 間 平成２１年４月１日～平成２１年４月３０日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ アライグマは外来種

であり繁殖力も強いと聞

いており、もう一歩踏み

込んだ対策はないので

すか。 

参考 アライグマの捕獲は、現在箱ワナを用いて行い成果を

上げていますが、「北海道アライグマ防除技術指針」で

は、新たな捕獲技術開発として、安価でアライグマ以外の

混獲のおそれが少ないエッグトラップの使用を位置づけた

ので、今後の北海道の調査結果も踏まえながら導入につ

いて検討してまいります。 

２ 札幌市や小樽市、当

別町などと連携した対

策にしなければ、どのよ

うな対策を取っても効果

が薄いと思います。 

不採用 他市町村との連携については、ヒグマやエゾシカ等に

ついては北海道が主体となって広域的に防護柵を設置す

る取り組みが進められておりますが、アライグマ対策では、

各市町村が北海道の指針に基づき「箱ワナ」等により捕獲

して個体数を減らすことが「連携」になると考えます。本計

画はこうした考え方に基づいて策定しているので、改めて

計画中に記載する必要はないと考えます。 



 

テーマ３ 石狩市地場企業等活性化計画の改訂 

担 当 課 商工労働観光課 期 間 平成２１年４月１日～平成２１年４月３０日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ 食を大事にすべき。 露店、

朝市等のＰＲはメディアで取上

げられても一時的である。電光

掲示板による目玉商品紹介、

案内板設置、開催日に主要な

場所に幟を立てるなどして、Ｐ

Ｒをサポートしてはどうか。 

参 考 本計画はⅠ－１に示すとおり、施策展開の大き

な方向性を示すものです。このため、ご提案いた

だいた具体的な手法等については本計画には記

載しませんが、地産地消を進めるためには朝市な

ど直売所のＰＲの強化が必要なことはご意見のとお

りですので、お寄せいただいたＰＲの手法は、関係

者に取組み事例として紹介していきます。 

２  石狩市民でも以外と知らない

地場の自慢できるものがあるの

で、広報等でもっとＰＲすべき

である。 

参 考  意見１で述べたとおり、本計画は施策展開の大き

な方向性を示すものなので、ＰＲの具体的な手法

等については本計画に記載しません。なお、広報

いしかりでは既に市内の地場産品を毎月紹介して

いますが、さらに効果的な周知方法を検討してい

きます。 

３ 「鮭の作品」と「石狩」は北海

道の最高の財産となる。グロー

バルな視点でも価値があり、鮭

の作品館（文化施設）があって

当然と考える。また、鮭を活用

した作品のアーティストに目を

向けるべきである。石狩は鮭の

歴史が深いので、鮭を心から

慈しむような作品を石狩市の看

板広告塔的活用、石狩の地場

商品として紹介してほしい。 

参 考 石狩市にとって「鮭」は地場産品の一つでありま

すが、「鮭」は道内で多くの市町村も同様に地場産

品としてＰＲしています。今後は、他地域の「鮭」と

差別化を図る方法、ＰＲすべきポイント、鮭の活用

方法などを関係者と検討していくことが望ましいと

考えておりますので、その際の参考とさせていただ

きます。 

４  当該計画（石狩市地場企業

等活性化計画）に行動計画（各

種事業の実施年次、事業支援

策）を加える。 

参 考  本計画は施策展開の大きな方向性を示すものな

ので、行動計画等は記載しませんが、ご意見は次

期計画の内容を検討する際の参考にさせていただ

きます。なお、本計画期間中における各種事業の

実施年次や事業支援策等につきましては、変化の

激しい景気情勢に対応するため、その時々の経済

状況を勘案しながら関係者の方々と協議していき

ます。 

 

 

 



【テーマ３：石狩市地場企業等活性化計画の改訂】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

５ 当該計画に、“創業企業に

対する技術支援や市場開拓支

援等の総合相談センター（仮

称）”の開設を加える。なお、こ

のセンターの具体的内容は以

下のとおり。 

(ア) イノベーション、生産管理

やマーケティングの専門ア

ドバイザー（キャリア OB）

による支援制度の充実 

(イ) 上記により企業活動の拡

大、起業を促し、新港地域

の活性化を図る。 

また、「条例の体系」の記述

中、以下のとおりの記述を加え

る。 

 ・総合相談窓口の設置（企業

相談、各種支援制度など） 

・専門家による事業化コンサル

ティングの充実 

不採用 創業企業に対する技術支援や市場開拓支援等

の相談には、専門家による対応が必要となり、隣接

する札幌市には、総合相談窓口となる機関がある

ことから、関係機関との連携を強化し、相談があっ

た場合は、市や石狩商工会議所からこれらの相談

窓口の活用を紹介することが妥当と考えます。その

ため、ご提案の内容を本計画に盛り込むことはい

たしません。 

６ 当該計画中、「Ⅳ．地場企業

等活性化計画に向けての方針 

４．活力ある地域産業の展開 

（１）魅力ある商店街づくり」の

記述中、“商店街振興組合の

創設（６行目の“また”以下の文

章）“の記述の再考を求める。 

採 用  活力のある商店街の形成には、活動資金を確保

することも重要です。商店街振興策の一環として、

国、道などが実施する補助制度を活用する場合、

商店街振興組合、商店街振興組合連合会である

ことが前提となっていることが多く、このことから、

「活気溢れ魅力的な商店街の形成のため、」以下

の記述を「諸制度を活用するための受け皿になる

ような組織化を促し」と変更します。 

７ 「条例の体系」の記述中の

「その他地場企業等の活性化

を図るために必要な事項」の最

後に、以下の記述を加える。 

・企業支援に対するきめ細やか

なフォローアップの実施 

・優れた業績をあげている企業

の総合的なＰＲ 

記載済 「企業支援に対するきめ細やかなフォローアッ

プ」は、「５．地場企業等の支援システムの形成」に

おいて、「産業活動や優れた製品及びサービスを

広く周知し知名度を向上させ地場企業の振興を図

る」に包含されると考えます。 

 「優れた業績をあげている企業の総合的なＰＲ」

は、「３．地場産財の普及と販路拡大（２）石狩ブラ

ンドの確立」に包含されると考えます。 

 

 



【テーマ３：石狩市地場企業等活性化計画の改訂】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

８ 「条例の体系」の記述中の

「その他地場企業等の活性化

を図るために必要な事項」の最

後に、“ＩＴ活用による総合的な

戦力の推進”の記述を加える。 

採 用 ＩＴ活用は、地場企業等の活性化を図るために

必要な事項なので、「４．活力ある地域産業の展開 

(3)取引関係の強化拡大」（26 ページ）の「また、市

内企業間の・・・」以下の記述を「企業がＩＴを活用

できる基盤の整備を進め、インターネットによる受

注など市内企業間の取引の拡大や企業間相互の

交流を促進する。また、企業情報のデータベース

化やその提供について調査・研究を進める。」と変

更します。 

９ 当該計画中「Ⅳ．地場企業

等活性化計画に向けての方針 

１．地場企業等育成と業技術の

開発促進 （１）試験研究機関、

支援機関との連携」の記述に

“工業技術高度化のための支

援相談員の設置”を内容とする

ものを加える。 

不採用  意見№５で述べたとおり、事業活動に係る各種相

談業務は、関係機関との連携を強化し、総合窓口

を設置する機関を活用することとしています。 

１０ 当該計画中「同上 （４）金融

支援の強化」の記述に“小規模

企業活性化資金融資制度の復

活”を内容とするものを加える。 

不採用  小規模企業活性化資金融資制度は、平成１７年

３月末に廃止されました。この制度は、融資がこげ

ついた場合、市が損失の補償を行うため、その財

政的負担は重く、厳しい財政環境にあって市民の

理解は得られないと思われます。 

 なお、現在は昨年１０月に政府が打ち出した「緊

急保証制度」により「責任共有制度対象外の信用

保証（100％保証）」が実施されたことにより、中小

企業者の資金繰りの円滑化が図られています。 

１１ 当該計画中「同上 ２．人材

育成と確保 （２）労働力確保

への支援」の記述に“ワーキン

グマザーキャリアデザインセン

ターの設置”を内容とするもの

を加える。 

記載済  「いしかり雇用サポートセンター」が老若男女の区

別無く、就労支援を行っており、「ワーキングマザ

ーキャリアデザインセンター」の役割も果たしている

と認識しています。 なお、厚生労働省が札幌市な

どに設置している「マザーズハローワーク」も同様

な役割を担っているので、当施設の活用について

情報提供していきます。 

 

 

 

 

 



【テーマ３：石狩市地場企業等活性化計画の改訂】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１２ 当該計画中「同上 ３．地場

産財の普及と販路拡大 （１）地

産地消の促進」の記述に“市場

開拓のための支援相談員の設

置”を内容とするものを加える。 

採 用  地産地消の促進には、提供する地場産品とその

消費を繋ぐ環境づくりが重要であると考えます。地

域内流通の整備の一環として、現在、農産物の直

売所に市内における販売拡大を目的とする「地産

地消コーディネーター」の設置を検討しているの

で、「直売所などのＰＲを強化する」を「直売所など

のＰＲを強化するとともに、地産地消のための支援

相談員の設置を検討する。」と変更します。 

１３ 当該計画中「同上 （２）石狩

ブランドの確立」の記述に“石

狩ブランドマークの創設・認証

制度化”を内容とするものを加

える。 

記載済  石狩ブランドマークの創設・認証制度化は、「ブラ

ンド化を見据えた地場産財の差別化戦略」の一つ

の手法として包含されていると考えます。 

 また、現在、石狩商工会議所が進める「“めざ

せ！石狩ブランド！！”応援ロゴマーク募集事業」

が石狩ブランドマークに関連すると思われるので、

市も石狩商工会議所と連携、協力していきます。 

１４ 当該計画中「同上４．活力あ

る地域産業の展開（１）魅力あ

る商店街づくり」の記述に“地

域商品券の発行、商店街振興

コーディネーターの設置”を内

容とするものを加える。 

一部採用  「地域商品券の発行」については、現下の厳しい

経済状況下で市内商業の活性化を図るカンフル

剤としての役割も期待できることから、「購買力の市

外流出を防止し、商店街の活性化を図るために地

域商品券の発行を検討する。」を加えます。 

 「商店街振興コーディネーターの設置」について

は、現在、国が設立の準備をすすめている「㈱全

国商店街支援センター」の活用が考えられるの

で、単体での設置はいたしません。 

１５ 当該計画中「同上 （２）建設

業の革新」の記述に“異業種進

出のための支援相談員の設

置”を内容とするものを加える。 

不採用  意見№５で述べたとおり、事業活動に係る各種相

談業務は、関係機関との連携を強化し、総合窓口

を設置する機関を活用することとしています。 

１６ 当該計画中「同上 ５．地場

企業等の支援システムの形成 

（２）起業等相談連絡体制の確

立」の記述に“相談窓口を市内

に設置へ”を内容とするものを

加える。 

不採用  意見№５で述べたとおり、事業活動に係る各種相

談業務は、関係機関との連携を強化し、総合窓口

を設置する機関を活用することとしています。 

 

 

 



 

テーマ６ 紅葉山小学校施設の跡利用 

担 当 課 地域教育推進室 期 間 平成２１年７月１日～平成２１年７月３１日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ 「石狩市学び交流センター」

は、まちづくりの視点から多面的

な利用をというねらいで設定され

たことを理解し、現段階で（はっ

きりわからないことの多い段階

で）、認めたとしても、期間のある

貸与であるならば、基本的な施

設全体の理念があるものと思う

が、それが示されていないと感じ

られる。利用団体・関係団体に

対しては、そのことが大事であ

る。 

一部採用 当該施設は、社会教育施設と特別支援学校

との複合施設であり、特別支援学校について

は、そのスペースを道教委に貸与することから、

手続き上、貸与の期間は定めますが、更新によ

る長期の継続を当然想定しているところです。 

このことから、この度の紅葉山小学校跡利用

のコンセプト（理念）については、特別支援学校

と社会教育施設との複合利用を前提とすること

が適切と考えますし、仮に将来学校が移転した

場合は、その時点での市民ニーズを的確に把

握し、改めて検討する必要があると考えます。 

なお、市民が利用する社会教育施設部分に

ついては、既存の公民館や紅南カルチャーセン

ターとの関係性も考慮し、どのような機能を受け

持つべきかを検討する必要があると考えており

ますことから、現在開催中のワークショップでの

議論などを踏まえ、今後お示しします。 

２ 社会教育施設における市民、

団体等の交流という機能につい

ては、関連団体情報の提供や

利用できる設備（印刷機器貸し

出し等）が整っていることが望ま

しく、諸団体が連携できる状況

にして欲しい。 

一部採用 現在、花川北コミュニティセンター内の市民活

動情報センターや、公民館において、同様の機

能が確保され、新たな機器の設置につきまして

は、検討いたしませんが、今後、公民館や紅南

カルチャーセンターとの機能分担が明らかにな

った段階において、その必要性を検討するととも

に、関係団体の情報提供を行ってまいりたいと

考えております。 

３ 現公民館の利用に関し継続と

いう結果で、将来的にどうなる

か、自分が関わる団体が利用す

る実習室程度の水まわり機能

は、食育やアメニティとして地域

や子どもが関わる活動にも必要

な機能と考えられる。 

不採用 公民館につきましては、当面の間は存続する

こととしており、実習室が、花川北コミュニティセ

ンターやりんくるなどにおいて、団体等のニーズ

におおむね対応できていることなどから、当該施

設に実習室を想定する水まわり機能を設置する

ことについては、考えておりません。 

４  将来的にも、利用する市民の

利便性が公平に図られる施策で

あることを希望する。 

その他 利用にあたっては、市民の利便性が公平に

図られるよう、ご意見を踏まえてまいります。 

 

 

 



【テーマ６：紅葉山小学校施設の跡利用】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

５  市の原案の概要については、企画としては申し分

なく立派であるが、紅葉山小学校周辺は、公園、散

策路等の環境が整っており、市民の心技体の高揚

に貢献されていると思う。このような環境の側で、支

援、介護を受けながら日常生活を楽しく過ごす高齢

者の思いを察して、校舎の一隅に介護サービス施

設を設置することを提案しますので検討願います。 

（提案の趣旨） 

・地域は、紅葉山地域社会福祉協議会の関係する

範囲で、特にこだわりはない。 

・介護の形態は、地域密着型サービスで、８０歳前

後の日常生活可能な高齢者を原則。 

・このサービスは、住みなれた地域での自立支援を

望む高齢者を対象とし、支援、介護等は介護保険

制度による考え。 

・この施設を利用する日常の生活費、私財等にかか

る費用は、原則利用者負担。 

・供用部分の費用は、供用部分の利用目的によりア

ロケーション。 

・土地、構築物（学校・その他）等の不動産の費用

は、従来の簿価、時価により利用範囲を利用者が負

担。（利用者が現在所有している土地、住宅の処理

は一考が必要。） 

・施設、造作による費用の負担は利用者になるが、

利用者の利用期間との関係による。 

不採用 学校跡施設は、市民の共

通の財産であり、全市的なま

ちづくりの視点や観点から多

くの市民の方々ともに検討す

ることが大切です。 

このたびの、紅葉山小学

校の跡利用につきましては、

社会教育施設としての「（仮

称）石狩市学び交流センタ

ー」と、特別支援が必要な子

どもを持つ保護者などから強

い要望がある「特別支援学

校」を誘致し複合的な活用を

図ろうとするものであります。 

ご提案の介護サービス施

設については、当該施設に

計画として盛り込みません

が、所掌する市部局（保健福

祉部）にもご趣旨をお伝えし

ます。 

６  現在、紅葉山カルチャーセンターを利用させてい

ただいておりますが、市の原案の内容については概

ね理解するが、次のことを要望したい。 

①机の上にモチーフを置き、それを離れて見て描く

ためのスペースが欲しいので、教室二つ分の大きさ

の教室を使用したい。 

②水彩で描くために、水を使用できる場所をお願い

したい。 

③机、椅子など、現在の台数が欲しい。 

④石膏像、カルトン等を常に保管したいので、道具

置場の使用をお願いしたい。 

⑤会場の使用料を現在くらいの価格にしていただき

たい。 

一部採用 現在使用いただいておりま

す紅葉山カルチャーセンター

にある、教室二つ分のスペー

ス、水の使用場所や机・椅子

などのご要望の設備等につい

ては、引き続き確保していきた

いと考えておりますが、作品・

備品等の保管場所につきまし

ては、そのあり方について、利

用者の意見や利用実態を踏

まえながら検討させていただ

きたいと考えております。 

また、使用料につきまして

は、審議会等の意見を聞きな

がら適切な設定を図ってまい

ります。 

 

 



【テーマ６：紅葉山小学校施設の跡利用】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

７ （下記の理由により特別支援学校高等部の設置を

希望する。） 

①養護学校（義務校）に通っている生徒のほとんど

は、併設の高等部を希望・受験しているのが現状で

あり、重度の障がいを抱えている生徒が地域で生き

ることができるようにして欲しい。 

②現在、星置養護学校高等部の教室、生徒数が限

界状況で、適切な学習が受けられない。この現状で

は、重度の障がいを持つ進路先教育を受ける場が

無くなってしまう。 

③小・中の開設と聞いているが、せっかく石狩で学

んでも、星置を受験するか、遠くの寄宿舎のある高

等部しか選択する場所がない。地域にある高等部

への進学、地域の作業所での実習、卒業後に地域

の作業所へ就労させたいと思っている。 

④障がいの特性で、新しい場所での学校生活を理

解するまで時間を要し、高等部に進学する際に、ま

た星置の場所での教育となると、何よりも子どもが混

乱するので、地域で一貫した教育を受け、地域で生

きていくためにも高等部まで必要。 

⑤特別支援教育が始まって以来、中度・重度の障

がいを持つ子ども達が入る高等養護学校の枠が狭

まっている。 

 中度・重度の子ども達は、地元での受け皿が今現

在ある学校だけでは不十分で、行き場がなくなるの

が不安である。 

⑥高等部の設置により、これから小学校入学を迎え

る障がいのあるお子さんにとっても、一貫した支援を

受けることができる環境の整備は大切なことである。 

 予算の関係もあり、高等部までの設置は簡単なこ

とではないと承知しているが、障がいを持っていても

石狩のこの地域で当たり前に暮らせること、適切な

支援を受けながら学校に通えることを実現して欲し

い。 

⑦札幌市や石狩市等、自宅から通学できない場

合、道内遠隔地へ子どもを通わせることは、健常児

とは違い、日常、家族の支援を受けて生活している

障がいを持った子ども達には大きな負担となる。 

その他 市は、障がいのある子ども

が社会的自立を目指すため

には、地域の中で幼児期から

就労まで連続した支援を受け

ることが重要であると認識して

おり、道教委に対し、小学部・

中学部から高等部までの一貫

した教育体制に配慮した特別

支援学校の設置を既に要望

しているところであり、今後も

引き続き誘致していく考えで

す。 

 

 

 

 

 



【テーマ６：紅葉山小学校施設の跡利用】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

８  現在は小学校であり、車の進入はそれほど多くな

いと思うが、これが、（仮称）石狩市学び交流センタ

ーという市の中核的な活動の場として活用されるの

であれば、全市から来場することになり、車の進入

が増加することが予想されるので、進入道路が改

善されない限り、安全性に問題があると思う。 

 また、学校敷地へ車で入る場合、２箇所ある進入

路とも歩行者専用道路を横断することになり、現状

でも歩行者や自転車が見にくい状況にありますの

で、併せて安全対策が必要と考える。 

参考 特別支援学校分を除く施設

の部屋数は、現在の紅葉山カ

ルチャーセンターのほぼ２倍程

度となり、これまでより、車が増

加することが予想されますが、

学び交流センターへのアクセス

道路の改修は困難なことから、

利用者の車両通行に係る指導

の徹底など、これまで以上に安

全対策は万全を期してまいりた

いと考えております。 

９  スポーツ活動を通じた市民の健康増進や市民同

士の交流促進を図る観点や、スポーツ少年団活動

を通じた子どもの健全育成を図る観点、さらには、

既存施設の有効活用を図る観点から、特別支援

学校として活用する場合においても、従来のように

学校開放を行うことが必要と考えます。 

参考 学校開放事業については、

地域住民がスポーツに親しみ、

健康で文化的な生活を送ること

ができるよう学校施設を開放し

ているものであり、道教委へ学

校開放事業に対する理解を求

めてまいります。 

 

 

テーマ７ 児童館の新設 

担 当 課 子育て支援課・児童館 期 間 平成２１年８月１０日～平成２１年９月９日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ 新しい児童館を新設

するのではなく、学校内

で利用しやすい場所に

改築したりはできない

か。 

不採用 学校内での放課後児童会開設は、児童の移動が伴わ

ないため不審者情報が多発している現状などを考えると

児童の安全と保護者の安心が確保できるものと思われま

す。しかし、現在放課後児童会として借用している花川小

学校内の２教室につきましては、障がい児対策として学校

が優先的に使用する必要があることや敷地面積の関係か

ら、同校内における改築等は困難であります。 

２ 新設予定地では、小

中高生の利用は少ない

のではないか。 

その他 現在の花川児童館(りんくる内)の利用状況は、体育室と

して借用している交流活動室が、りんくるの行事が多く使

用できる日が少ないため、特にスポーツ利用を目的に来

館する中・高校生が利用しにくい実態であります。この現

状を踏まえて、本年６月に設置した「新しい児童館を考え

る市民会議」（以下「市民会議」という。）の意見や、施設を

利用する児童や児童指導員を対象に行ったアンケート調

査を参考にしながら、施設機能や運営方法、利用の仕組

みなどについて検討してまいります。 



【テーマ７：児童館の新設】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

３ 南線小学校の区域では、

児童会に入れない児童がい

ることを聞いたことがあるが、

その点は改善されたのか。児

童館の新設よりも放課後児童

会の充実の方を求めているの

ではないか。  

参考 花川南線小学校区の放課後児童会の状況です

が、現在、同校区内では３クラブ開設しております

が、３クラブとも利用円滑化措置により概ね定員の

120%の受入れにより、現時点では待機児童はおりま

せん。現在、来年度の利用意向調査を実施中であ

り、調査結果にもよりますが、4 クラブ目の新設も視

野に検討中であります。 

４  児童の外遊びの声や体育

館から響く声は、図書館に影

響はないのか。 

その他 隣接する市民図書館とは、ソフト事業なども含め

て有機的に連携をしてまいりたいと考えております

ので、図書館利用者の影響も含めて、両施設の運

営面など連携を密にし、また今後の市民会議での

検討も踏まえて、施設構造やソフト面での工夫によ

り対応してまいります。 

５ 高校生も利用しやすい施設に

との事だが、夜間の利用もで

きるようにするのか。既存の児

童館の夜間開放については

どのように考えているのか。 

参考 高校生も利用しやすい施設機能や運営方法、利

用の仕組みなどにつきましては、市民会議の意見

や児童等のアンケートを参考にしながら、夜間利用

やそれに係る職員体制、管理費、さらには既存施設

の利用方法についても併せて検討し、児童の利用

しやすい施設づくりを優先的に考えてまいります。 

６ 児童館指導員の給与につい

て、他の石狩市の非常勤職員

より賃金が低いように思われ、

そのような中で働く人の意識と

して資質向上は望めるのか。 

その他 児童指導員の給与待遇面につきましては、今後

行財政全般の中で検討してまいります。また、資質

向上の点につきましても、指導員を積極的に研修に

参加させるなど日頃より資質の向上に努めており、

今後も継続していく予定です。 

７ 中高生が利用しても幼児から

低学年の児童が利用しても危

険のないきちんとした施設を

作ってほしい。 

参考 幼児から中高生までが利用しやすい施設づくりに

つきましては、市民会議や児童等のアンケートを参

考にしながら検討し、児童が利用しやすく、また児

童指導員が児童と安心・安全に触れ合うことができ

る施設づくりを目指してまいります。 

８ 新児童館に食育の場を備え

てほしい。また、子どもに優し

く、環境にも優しい器材を用

意してほしい。 

参考 食育に関しまして、施設の設備面及びソフト事業

面について、市民会議や児童等のアンケートを参

考にしながら検討してまいります。 

 



 

テ ー マ ８ 平成２１年度行政評価中間報告に関する意見募集 

担 当 課 企画課 期 間 平成２１年８月２４日～平成２１年９月２４日 

事 業 名 防犯灯維持管理業務 担当部課 市民生活部 市民生活課 

課長評価 Ｃ（適正） 方 針 複数の所管課で管理している街灯を一つの課で一体管理を検討する。 

意見の要旨 反映状況 左記の理由 

市民にとって道路に設置されている灯はどれも

同じもの。せっかく市役所に故障の連絡をしてもた

らい回しにされる。早期に管理所管の一元化が図

られることを望む。 

反映 

市民の問い合わせに対し、迅速に

対応することが必要であり、関係各課

において協議をし、一体管理の可能

性について検討する。 

事 業 名 優良事業所表彰事業 担当部課 企画経済部 商工労働観光課 

課長評価 
Ｄ 

（問題がある） 
方 針 

事業所表彰は市の「功労・功績表彰」の産業経済部門と重複し

ており、優良従業員表彰も同様であるので、市の「功労・功績

表彰の産業経済部門」との統合を図る。 

意見の要旨 反 映 状 況 左記の理由 

表彰を受けた事業所にとっては、対

外的な信用力の向上や、経営者のより

一層の経営意欲の高まりにつながって

いる。表彰を受けた従業員にとっても

大変名誉なことであり、次に続くものの

目標となっている。事業堅持すべき。 

一部反映 

成果の実現を図る上で表彰という手段は一定

の有効性を持つ。「現役」を対象とする本表彰と

「功労者」を対象とする市表彰とは性格が異なる

ことから、現時点での統合は適当ではない。今

後、市全体の表彰体系を見直す中で、この点に

ついて整理可能となれば、改めて検討を行う。 

事 業 名 商店街等いきいき推進事業 担当部課 企画経済部 商工労働観光課 

課長評価 Ｃ（適正） 方 針 景観美化事業の効果向上に向け指導していく。 

意見の要旨 反 映 状 況 左記の理由 

商店街が行う景観美化事業は、事

業者が自主的に行って然るべし。市民

としてこの事業効果もあまり感じられな

い。市役所が税金を使って取り組むか

疑問。 

反映 

ガーデニング事業は一般消費者にとって花い

っぱい運動との違いもわかりにくく、訴求力がほ

とんどないことは否めない。事業の大幅な見直し

を事業者に要請するとともに、それに対する補

助の必要性について改めて検討する。 

事 業 名 小学校スキー学習支援事業 担当部課 生涯学習部 学校教育課 

課長評価 Ｃ（適正） 方 針 保護者の負担軽減作を検する。 

意見の要旨 反映状況 左記の理由 

子ども達のスキー学習にかかる用具等の親

の負担が非常に重くなっている。北国において

もスキー以外に冬場でも取り組めるスポーツは

増えており、スキー学習を行う必要自体薄れて

いる。スキー事業の廃止を検討願いたい。 

不採用 

スキーは冬季スポーツの主要スポーツ

であるだけではなく、北国の生活文化の

一部として親しんできた歴史的経緯もあ

る。石狩に育った子ども達がその文化に

親しむ経験をもつという点において、そ

の教育的価値は高いと考える。 

 



【テーマ８：平成２１年度行政評価中間報告に関する意見募集】 

事 業 名 商工業の振興と創業・起業の促進 担当部課 企画経済部 商工労働観光課 

部長方針 

市内で操業する企業に対する資金調達、人材育成、製品やサービスの革新、販路拡大な

どに関する支援を強化する。本市単独だけでなく、近隣自治体や関係団体との連携を強化

するなどして、有用で幅広い支援が可能になるようつとめる。 

意見の要旨 反 映 状 況 左記の理由 

景気低迷の中、雇用環境はどんどん

悪化している。企業の雇用拡大が期待で

きない現状では、能力の持ったシニア層

の方々に活躍してもらうというのが地域の

活性化には重要である。施策の内容に

「起業・創業の支援」と謳われているが、

具体的に起業を支援する事業がない。 

参考 

現在、国などが多彩な融資、補助制度を用

意しており、セミナー等は札幌市で多数開催

されている。こうした中では、本市独自の支援

事業を行うよりも、こうした制度を的確に活用し

ていただくためのアドバイスを行うことが有効と

考える。今後は、ご意見も参考に、さまざまな

支援の仕組みの PRを強化していく。 

事 業 名 国内・国際交流の推進 担当部課 企画経済部 市長政策室 秘書広報課 

部長方針 
石狩国際交流協会の存在意義などを積極的にＰＲする。また、実施する事業により多くの

市民が参画できる環境づくりを進める。 

意見の要旨 反 映 状 況 左記の理由 

市役所が姉妹都市との交

流を進めることでどのようなメ

リットがあるのか不明。経済

的な発展要素があるならとも

かく、単なるイベントに税金

を投入するのであれば、福

祉などに予算を振り向けたほ

うが市民は喜ぶ。 

参 考 

さまざまな分野で国際化が進展する中で、本市におい

ては、姉妹都市交流を国際化に対応する重要な方策とし

て位置づけ、留学生や少年少女親善訪問団の事業など

を通して、時代を担う青少年の国際的感覚を養うとともに、

市民が各種交流事業に参画することにより、異文化理解

を深め、人づくりの視点で成果をあげています。 

現在、経済分野の交流については、進展の可能性を模

索している状況にありますが、そのためにも姉妹都市交流

を継続して行うことは重要であると考えます。 

 



 

テーマ９ 使用料、手数料等の見直し 

担 当 課 財政課 期 間 平成２１年９月１日～平成２１年９月３０日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ ラウンド券は継続し、１日券を販売

することが利用者の選択肢が広が

る。 

ラウンド券及び回数券の廃止案は

賛成できない。 

・１日券でプレーするにはコースが少

ない。 

・高齢者は体力的に１ラウンド（１８ホ

ール）しかできない。１ラウンド利用

に５００円の負担は大きすぎる。 

・食事をする場所が野外しかない。 

・利用者の選択肢がなくなる。 

・来シーズン使用のための回数券を

既に購入している。 

参考 １日券の料金設定は、多くの利用者が複

数ラウンドをプレーする実態を踏まえたもの

であり、併せて休憩所の整備など長時間楽

しめる環境を整えることによって利用者のサ

ービス向上が図られるものと考えています。 

なお、この１日券の料金設定は、条例上の

上限であり、いただきましたご意見について

は、団体利用や利用時間帯など、利用形態

やニーズに応じた各種割引料金等を検討す

る際、運用上の参考とさせていただきます。 

また、今シーズン既に販売した回数券に

ついては、来シーズンにおいても不利益が

生じることのないよう検討いたします。 

２ 高齢者シーズン券の値上げは、設

置条例の趣旨などから検討が必要で

ある。 

不採用 シーズン券の料金設定にあたっては、この

度の１日券料金（大人700 円、高齢者500 

円）の設定を基準として統一した積算を行な

い、料金体系の整合性を図ったところです。 

その結果として、高齢者シーズン券は

10,000 円から13,000 円への値上げとなっ

ていますが、大人料金18,000 円と比較する

と一定の軽減措置は引き続き講じられている

ものと考えます。 

３ シーズン券の発行については、今

後も市民に限るものとして欲しい。 

参考 今後においても、利用実態の把握に努め

ながら、施設の効果的な活用が図られるよう

適切な運営に努めてまいります。 

 



 

テーマ１０ 特定環境保全公共下水道事業安定化基金条例の改正 

担 当 課 下水道課 期 間 平成２１年１０月１日～平成２１年１０月３０日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１  同一行政区域において同

一内容の事業を同一の取

扱をすることは当然であると

思う。 

その他  説明会などにおいても多くの利用者から同様なご意

見をいただいておりますので、改正案のとおり、平成２

１年度第４回市議会定例会に提案いたします。 

２  条例の改正に多くの反対

のコメントがあったら市はど

のような対応をするのか？ 

 合併協議に任意・法定に

係らず不透明な協議の実

態を市民に明確にすべき

だ。 

その他  一般論として、意見の内容によっては案を見直した

り、取り下げたりすることになりますが、今回、反対のご

意見はありませんでした。 

 全ての事務について合併協議は行われており、その

内容は公表されているものと考えております。本基金

についても旧厚田村で制定されたものを、新石狩市が

協議会や議会の議論を経て引き継いだものです。 

３  早急に市の下水道事業を

一本化して旧市民・旧村民

と区別することなく均一なサ

ービスを望む。 

 基金を下水に流すことな

く前向きの事業に使用し旧

厚田村の基金を生かすべ

きだ。 

その他 

 合併まちづくりプランでは、「下水道使用料は統一に

向けて今後検討する」ことになっていますので、統一

への方法を探っていますが、公共下水道と特定環境

保全公共下水道の経営内容があまりにも大きくかけ離

れているため、まずは経営改善の取り組みを進める中

で検討を続けてまいります。 

 本基金は、条例に基づき、特定環境保全公共下水

道など生活排水処理事業の財政運営に使用されるべ

きものと考えております。 

 

 

テーマ１１ 石狩市地域福祉計画の策定 

担 当 課 福祉総務課 期 間 平成２１年１０月１日～平成２１年１０月３０日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ 地域福祉施策の展開では、過疎・

小規模集落対策の推進が記述され

ているが、限界集落においては、ライ

フラインの確保は最重要な事項であ

り、石狩市での福祉対策での実施を

望む。 

参 考 生活を維持していくためには、医療、福

祉、交通、防災、情報・通信などの機能維持

が最低限必要ですが、「限界集落」と言われ

るような過疎・小規模集落のみでこれらすべ

ての機能を維持することは難しいのが現実

です。 

このため、福祉的観点からではあります

が、過疎・小規模集落における生活機能の

日常的な維持・強化を検討してまいります。 

 



【テーマ１１：石狩市地域福祉計画の策定】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

２ 過疎地域では、活

動の中核となる人材

が不足し、さらに活動

を担う個人に多大な

負担が生じることか

ら、活動の継続をす

ることが困難である。

このハードルを現実

的にいかにしてクリア

するかをプランに盛り

込む必要がある。 

参 考 地域福祉活動を継続していくためには、地域の協力が不

可欠ですが、過疎・小規模集落にお住まいの方のみで活動

を継続することは難しいものと思われます。 

このため、最低限必要な福祉サービスと集落が担うべき機

能を同列に扱うのではなく、集落外の組織やサービスとの役

割分担を明確にした上で、過疎・小規模集落における地域

住民の身近な生活・見守り支援に努めてまいります。 

３ アンケート調査は、

石狩市高齢者クラブ

連合会の単位クラブ

の会員全員を調査対

象とすべきであり、そ

の結果により高齢者

対策を軸とした計画

を策定するべきであ

る。 

その他 地域福祉計画は、保健福祉分野における個別の「高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画」、「障がい者計画」、「次

世代育成支援行動計画」などと整合性を図りながら、地域福

祉を総合的に推進するための計画であります。そのため、ア

ンケートについては、幅広く市民の方々を対象とすることにし

ています。 

いただいたご意見につきましては、個別計画である「高齢

者保健福祉計画・介護保険事業計画」の次期計画策定の際

に参考とさせていただきます。 

４ 空き家になった家

屋を活用し、高齢者

の共同生活の場の設

置を望む。 

参 考 高齢者の居住スタイルの一つとして、空き家などを改装し

て、比較的元気な高齢者が自発的に、一つ屋根の下で、調

理・掃除・食事などの行為を共にし、それらを共同化・合理化

した共同生活をおくるための住宅である「グループハウス」と

呼ばれるものがあります。 

このグループハウスは、高齢者のライフスタイル重視という

点から柔軟な展開を行いやすく、自立と自由を志向する高

齢利用者にとっては、魅力的な面を多く有しているものの、

施設の安定的経営など様々な課題もあるようです。 

本計画では、空き家などを活用した地域住民同士が気軽

に通いあえる場として「ふれあいサロン」の設置を掲げていま

すが、共同生活という居住の場の設置につきましては、次期

の「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」においての

検討事項とさせていただきます。 

 



 

テーマ１３ 平成２１年度教育委員会の点検・評価 

担 当 課 施策推進担当 期 間 平成２１年１０月１日～平成２１年１０月３０日 

事 業 名 厚田資料室管理運営業務 担当部課 生涯学習部 厚田生涯学習課 

課長評価 Ｂ（良好） 方 針 

区民の意見を取り入れ、他の観光資源と一体となった観光ＰＲ

の実施による管理体制の確立を図り、地域の活性化に結びつ

けることが重要である。 

意見の要旨 反 映 状 況 左記の理由 

 事業優先度判定が「中」となっている

が、厚田区において資料館の設置が

合併時に協議されている事と２１年８月

に石狩市民図書館で実施された「厚

田ゆかりの四人展」への反響から厚田

資料室リニューアルの優先度の評価を

高く上げるべき。 

参 考  優先度判定については、課長評価の内容であ

り、２次評価で修正する項目ではないことをご理

解願います。 

 なお、現資料室は施設の老朽化による保全対

策のほか、展示の工夫が求められており、御意

見のとおり優先度が高い事業と認識していま

す。このようなことから資料室のリニューアルを平

成２２年度に実施する予定です。 

 

 

テーマ１４ 第１次石狩市国民健康保険事業経営健全化計画の策定 

担 当 課 国民健康保険課 期 間 平成２１年１２月１日～平成２１年１２月２８日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ 石狩市における保険税の収納率

86.84％（平成２０年度）と石狩管内の他市

町村との比較データーがあれば石狩市の

状況を市民が客観的に理解できると思う。 

採用 ご指摘のとおり、計画書９Ｐに「平成

２０年度収納率管内比較表」を掲載し

ます。 

２ 収納率が悪いと報告されている 200～

400万円の所得層・20～50歳代のグループ

に対する今後の取組みが記述されていな

い。問題点を解決する姿勢及び対策が必

要だと思う。 

参考 ご意見を踏まえ、今年度中に策定し

ます「国保税収納力強化対策プラン」

（計画書 23P）において、その対策を検

討します。 

３ 「保健事業の推進」において、具体的取

組事項が記述されているが、旧厚田村では

保健推進委員制度における地域住民の協

力により住民の健康診断の受診率を向上さ

せていたことを参考にされたらと思う。 

参考 旧厚田村において、保健推進員の

活動により受診率の向上に努めてい

たことは承知しております。今後も、受

診率向上に向け、マンパワーの必要

性やその効果等を考慮して取組んで

行きます。 

 



【テーマ１４：第１次石狩市国民健康保険事業経営健全化計画の策定】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

４ 国保の制度的欠点により国保会計に

おいて赤字が生じることはやむを得な

いのだろうが、中長期（５～10 年間）の

保険税の収納率・健康づくりなどによる

医療費軽減の目標数値を定めた計画

を立て赤字を改善する必要がある。 

記載済 中期５ヵ年の本計画における数値目標

としては、国保税の収納率を「平成２４年

度に９２％以上」（計画書 22P）とし、医療

費の削減目標では、被保険者１人当たり

の額を基準に平成２４年度において保険

給付費の 1.5％削減（計画書３７P）を掲

げております。なお、長期目標について

は、本計画の目標達成度等を踏まえ、次

期計画（H２８～３２年度）において定める

こととしています。 

５ 本計画（案）の「国民健康保険制度

は、相互扶助の精神に則り、・・・・」とい

う記述は全くもって誤りであり、国民健

康保険法のどこをさがしても「相互扶

助」なる文言は見当たらない。かつて国

保中央会のホームページに「わが国の

医療保険の根幹をなす制度の一つで

ある国民健康保険は、誰もが適切な医

療を安心して受けられるようにと制定さ

れた、健康で明るい生活を送るための

かけがえのない相互扶助を精神とした

制度です。」と書かれていたが、現在で

は、国保中央会自身この「相互扶助」と

いう文言の使用を自粛しているようであ

る。 

不採用 社会保障制度は、近年の少子高齢化

の進展と併せて、経済の低成長時代を

迎え、制度の持続可能性を高める観点

から、介護・医療など一連の社会構造改

革が行われてきました。その理念は、か

つての公的給付を中心とした「公助・自

助」の時代から、近年では連帯による「相

互扶助」（共助）の精神による、社会の構

成員がお互いに守り合うシステムへの転

換が図られていると捉えています。本計

画の理念もまた、本市の国保が持続可

能な医療保険制度として維持していくた

めには、社会保障の理念である「相互扶

助の精神」を勘案し策定したものです。 

６ 本計画（案）では、国保税収納率向

上のために５つの収納対策を推進しよう

としている。もちろん税収入を確保する

ことは極めて重要なことである。しかし、

国保の被保険者は、年金生活者や無

職などの低所得者が多く、もともと国保

税等の支払い能力が乏しいという事情

がある。また、低所得者の被保険者にと

って、国保税があまりに重すぎることで

ある。その原因には国保制度の重要な

財源である国の負担が減らされ続けて

いることである。 

その他 収納率向上対策に関して、ご指摘のと

おり「制度の構造的問題」（この問題は、

国保が医療費の多くかかる高齢者を始

め、無職者など低所得者の加入割合が

非常に高いことを言います。）に起因する

保険税の高負担・低収入は否定できま

せんが、本計画においては、本市の国保

が持続可能な医療保険制度として維持

していくために必要な取り組みを推し進

めようとするものであり、税負担の公平性

を図る観点からも、収納対策の一層の強

化が必須だと考えます。 



【テーマ１４：第１次石狩市国民健康保険事業経営健全化計画の策定】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

７ 石狩市の減免制度によれば、収入が前年

所得よりも半分以上減少しなければ保険料は

減額されません。こうした減免制度を改善して

実効性のあるものにすれば市民も安心して納

税相談に訪れるようになり収納率も向上するも

のと思われる。国保法第 77条に「保険料の減

免等」という規程があり、「保険者は、条例又

は規約の定めるところにより、特別の理由があ

るものに対し、保険料を減免し、又はその徴

収を猶予することができる。」とあり、これを大

いに活用すべきである。活用することによって

収納率の向上につながり、国からの「普通調

整交付金」の減額も避けられるものである。 

不採用 多額の累積赤字を抱える今日の

逼迫する国保財政の状況下にあっ

て、法定外の保険税減免制度の拡

大は難しいと考えています。 

８ 「口座振替の推進」が述べられているが、

「収納率向上」の目的のみで保険税納付の口

座振替が進められるとすれば、窓口業務はま

すますおろそかに、なおざりにされていくにち

がいない。口座振替は国が振興させている機

械的国保業務の進行をより一層推し進めるだ

けである。 

不採用 口座振替の加入促進は、納期内

納付や収納率向上に大きく寄与す

るものであり、効果的な収納業務を

推進する上で大切な取組みであると

考えています。また、このことと窓口

業務と直接の因果関係はないと存じ

ますが、ご懸念のことのないよう今後

とも努めてまいります。 

９ 「滞納処分の強化」の考えに関しては、国

保法第 67 条には保険給付を受ける権利は、

譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること

ができないとしるされているが、保険税を滞納

しているからといって、その制裁として保険証

を取り上げたり、交付しなかったりする行為は

この国保法の条文に違反しているのではない

だろうか。預貯金、不動産はもとより給与、生

命保険、自動車、動産なども差押の対象とす

ると書かれている。地方税法には、滞納処分

することができる財産がない場合など、滞納処

分の執行を停止することができるとされている

が、国保の滞納者は既にその時点で、医療を

受けるのにも、生活するにも困窮している人が

殆どである。｢滞納処分で生活を著しく窮迫さ

せるおそれ｣が十分にあることが、なぜ行政関

係者には分からないのか。 

参考 国保財政の健全化を図る上で、

基幹的財源である保険税の確実な

収納確保は重要であり、負担の公

平性の観点から、今後とも低迷する

国保税の収納率向上のための取組

みの強化は必須であると考えます。

特に、本市の滞納繰越額は平成 20

年度末で 9 億円を超えている状況

から「滞納処分の強化」は避けて通

れない取組みと考えています。もち

ろん、滞納者の財産調査を徹底して

行い、その結果、差押財産がない場

合は、法に基づき「執行停止」を行う

とともに、生活を著しく窮迫するおそ

れがない範囲で処分を執行しており

ます。なお、被保険者証の返還請

求及び資格証明書の発行は、国民

健康保険法に基づき適正に運用し

ております。 



【テーマ１４：第１次石狩市国民健康保険事業経営健全化計画の策定】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１０ 国保法 11条第 1項に「国民健康保険事

業の運営に関する重要事項を審議するた

め、市町村に国民健康保険運営協議会を

置く」とある。かつて石狩市の協議会を傍聴

したが、社会保障の専門家も少ないようで

協議会はまさに形骸化しるように見えた。滞

納者の生活実態を良く知る人も参加してい

けば、より市民の側に沿った国保行政が展

開されるに違いない。 

その他 これまでも委員の構成は、「石狩市

国民健康保険条例」に基づき、学識経

験者をはじめ、保険医や被用者保険

の代表者など、保健・福祉・医療等に

精通する方々を選任し、本市の国保

事業の円滑な実施に資するよう、ご協

力、ご尽力を頂いておりますが、今後

はご指摘の点も意を配し、より活発な

協議会の運営に努めてまいります。 

１１ 最後に、国保問題の根底には「払いたく

ても払えない」程高い保険税の問題があ

る。年収の 1 割を超える保険税が賦課され

て、生活費にも食い込む保険税になってい

る。安心して払える保険税と安心して医療

が受けられる体制にするという根本問題の

解決こそ先行されなければならない。資格

証明書や短期保険証で脅かして、保険税

を取り立てるという行政ではますます事態

が悪化するばかりである。国保が「酷保」と

なり、このような対策だけでは早晩、医療保

険システムとしての国保は破綻せざるを得

ないだろう。憲法、国保法はもとより地方自

治法の精神に鑑みても、この案は根本から

再検討すべきである。 

その他 国保財政の健全化を図る上で、「制

度の構造的問題」が大きな障壁となっ

ていることは否定できません。しかし、

このような構造的問題を抱えながらも、

国においてその抜本的改革に至って

いない今日、市は保険者として、国民

皆保険体制を堅持する観点から、地

域全体のセーフティネットとしての役割

を果たすため、本市の国保を持続可

能な医療保険制度として維持していか

なければなりません。本計画は、赤字

を増大し、その運営は既に制度疲労

による崩壊寸前の状況といっても過言

ではない国保会計の現状を踏まえ、収

支両面にわたる改善が一刻の猶予も

ならないと判断し、健全化への取組み

を一層推し進めようとするもので、本市

の国保が「酷保」、「破綻」への道を歩

むことないよう、健全化への方向を示

すものです。 

 

 

 

 

 



 

テーマ１５ 石狩市教育プラン・子ども読書活動推進計画の策定 

担 当 課 施策推進担当 期 間 平成２１年１２月１日～平成２１年１２月２８日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ 誰とでもあいさつ

がしあえるまちづくり

が大切だ。子どもた

ちは地域で育つ。

大人がしっかりする

必要がある。規範意

識や思いやりにも繋

がる「あいさつ」を皆

がしあえるようなまち

づくりが必要。 

参考 本市では教育プラン現行計画（平成 17 年度から）におい

て、「あいさつ運動」を重点施策として位置づけ、「あいさつ」

を教育の第一歩と捉え、学校で様々な取り組みがなされ、運

動が進んでいるところです。このようなことから、原案におい

ては、あえて施策として位置づけていませんが、「あいさつし

あえるまちづくり」を今後も進めて参ります。 

２ 第２編 （基本構

想）の内容は学校教

育が大半で社会教

育が少ない。全ての

市民を対象とした計

画であれば石狩市

の各地域における

子どもと大人のスポ

ーツ交流や文化交

流活動についての

資料が必要である。 

また、基本計画に

おいて、地域社会で

の教育の部分につ

いての施策が少な

い。大人と子どもの

交流活動について

の事例を調査研究

の上、施策の充実を

望む。 

一部採用 原案においてもスポーツや文化を通した交流について

は、重要なものと考えて位置づけを行ったところです。スポー

ツ振興については、市健康推進室が担当所管であります

が、スポーツは、健やかな心身を育むなど、様々な面で教育

と密接につながっていることから、教育プランにおいても、学

校での教育活動を通じた子どもの体力・運動能力の向上や

生涯スポーツに向けた取組みなどを記載しています。 

また、石狩市では、平成 22 年度にスポーツ振興と健康推

進をリンクした総合的な計画を策定する予定であり、教育プ

ランとの連動を図りつつ、多岐にわたるスポーツ諸施策が全

市的により具体的に検討されることになりますので、今後とも

市長部局と教育委員会が歩調をあわせながらスポーツ振興

を進めて参ります。 

なお、ご意見を踏まえ、５６ページの「②市民皆スポーツの

推進」に次の記述を加えました。 

施策・事業 区分 事業の概要 

子どもと大

人の遊びを

通じた交流

の推進 

継続 地域で行われている子どもと大人の

レクリエーションによる交流の推進 

・厚田区スポーツと食の体験 

・ミニバレー大会（厚田・浜益） 

・厚田区ウィンターレクフェスタ など 

社会教育分野については、今回は「図書館ビジョン」を別

に策定していることから、お手数ですが、両方を併せてご覧

願いたいと存じます。 

また、地域社会での教育についても、学校教育に比べ、

内容が少ないとのご指摘ですが、今日では、それぞれの領

域が密接になってきており、実際、学校教育の充実を図る上

で、地域の連携・協力により同時に地域教育・社会教育の側

面を有する取組みが多くなってきております。 

今後も、地域社会で行われている大人と子どもの交流活

動など様々な活動の状況を十分に踏まえながら、学校教

育、社会教育という垣根を越え、地域が一体となって、広く

施策を推進して参ります。 



【テーマ１５：石狩市教育プラン・子ども読書活動推進計画の策定】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

３ 「自ら学ぶ意欲を育てる教育」は漠

然としていて標語のように感じたが、

柱なので仕方ないと思う。 

「思いやりと豊かな心・健やかな体

をはぐくむ教育」においては、まず、

家庭からと思う。先行きの暗い今の時

代に柱を立てて実践するのはいい

が、それを具体的にどのようにするの

か。義務教育の無償化やせめて給食

費の無償化が必要では。 

不登校やいじめについて、自殺者

の増えている現在、りんくるなどの指

導教室は、ただ学校復帰だけを念頭

において子どもと接しているのではな

いか。隠れ不登校や隠れいじめの被

害者、加害者も数多く、実際の数字

をあげるだけでは納得のいくものでは

ない。したがって、「地域で学び育ち・

地域で活きる教育」が出来ない子も

いることを知って欲しいと思う。 

親の失業や地域の目が気になっ

て、家から一歩も出られない子もいる

ことが現実だ。 

その他 教育を進めるに当たって、ご意見にありま

すとおり、家庭が果たす役割は大変重要な

ものと考えます。原案においても、望ましい

生活習慣や家庭学習の習慣化など家庭へ

の働きかけや家庭への支援策などを位置づ

けているところです。 

また、経済状況が教育にもたらす影響に

ついては、原案を策定するにあたっての重

要な課題であると考えており、経済的支援策

については、44 ページ中項目３「就学に関

する経済的支援の充実を図ります」のほか、

経済的事情に関わらず、子どもたちが学ぶこ

とや文化に触れる機会を持てるよう、よりきめ

細やかな施策・事業メニューの創設を盛り込

んでいるところです。 

不登校やいじめについては、ご指摘のと

おりその背景や要因が複雑化・多様化して

おり、個々の実情にあわせた丁寧な対応が

必要であると認識しているところです。 

51 ページの中項目３「問題を抱える児童

生徒とその保護者への支援体制を充実しま

す」のほか、原案に位置づけた（仮称）石狩

市教育支援センターを中心にきめ細やかな

相談支援を進めて参ります。 

４ 子どもの最善の権利保障という考

え方を教育プランの序論に記すべき

なので、1 ページ１３行目に追加文

（下線部分）を提案する。 

「このような中、国における教育関

係法令の改正に基づき・・・・・もとめら

れていますが、本市では子どもの権

利条約に準拠し、教育委員会として

も子どもの視点に立って子どもたち一

人ひとりに則した教育と教育環境の

整備を目指します。」 

その他  子どもの権利保障という考え方について

は、本原案と連携して策定した次世代育成

支援行動計画において、その基底とされて

いるほか、本原案においても施策の重点項

目の一つとして、59 ページ中項目「子どもの

権利の保障を推進します」と新たな取組みと

して位置づけているところです。これらの２つ

の計画が相互に補完し合い、全市的に子ど

もの権利の保障、普及啓発を図って参りま

す。 

５ ３ページ４行目については、次の

部分を削除すべき。 

「その躍動感の・・・・・活力であること

から、」 

不採用 削除した場合でも文脈的に繋がりを保つ

ことは可能ですが、この記述によって説明意

図がより伝わり易いことから、必要な記載と考

えます。 

６ ３ページ７行目に「自立の精神、主

体性と協働意識・・」とあるが、「自立

の精神とともに自他共に尊重し合う中

で、主体性や・・・・」とすべき。 

不採用 ご提案の文章と相違はあるものの、前段６

行目に「お互いを尊重し、相互に支え合い」

と記述しており、挿入がなくても表現されてい

ると考えております。 
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意見の内容 検討結果 左記の理由 

７ ３ページの「自立する市民像は」の

「（３）やさしさや思いやりの心を持ち

豊かな人間関係をつくる人」について

は、「互いに人権を尊重し、豊かな人

間関係をつくろうとする人」という表現

を提案する。 

また、「（４）正義と責任・・・」につい

ては、「正義と責任」は削除すべき。

理由は特に「正義」ということばは、時

の権力や社会状況の中で「正義の名

のもと」戦争や侵略に利用されてきた

歴史がある。従って教育プランに記

述するのはふさわしくないと考える。 

不採用 ８つの市民像については、原案の検討の

場において様々な議論を経て整理されたも

のであり、これら８つを総合すると「人権の尊

重」を含めご意見の趣旨そのものは包含され

ているものと考えます。 

また、「正義」という言葉について日本の歴

史等から抵抗感をお持ちのようであります

が、「正義」という言葉の意味を正しく理解

し、生きる力を身につけることが大切であると

考えております。 

８ ９ページ下から４行目「学校経営」

とあるが「学校運営」に記述変更を求

める。学校は民主教育の場なので

「経営」ではなく「運営」という表現の

方がふさわしいと考える。 

採用 学校経営という用語は、今日広く用いら

れ、相応しくないとは考えておりませんが、そ

の前後に「学校運営」という用語も使ってお

り、当該箇所が必ずしも「経営」でなくてはな

らないものではないことから、「運営」に統一

した表現に訂正いたしました。 

９ 11 ページ７行目に下線文を挿入し

て欲しい。 

「家庭・地域の・・・・・核家族化、少

子化、経済力の問題、地域におけ

る・・・」 

不採用 家庭の経済力が教育に及ぼす影響につ

いて否定するものではありませんが、家庭・

地域の教育力の低下の主要因として、他の

大きな社会的課題と同列に記載するのは、

やはり文脈上適当ではないと考えます。 

１０ 12 ページ「学び活動について」14

行目に追加文章を提案する。 

「育てていくことが重要であると考

えています。次世代育成行動計画と

の関連においても、障がい者に対す

る生涯学習の場の設置は今後の重

要課題と考えています。」 

その他 「社会的弱者にも生涯学習の場を」とのお

考えから、「障がい者」を追加するご提案と推

察しますが、障がい者のみならず、全ての社

会的弱者を含め、全市民に対して、生涯学

習の場の確保が必要との考えのもとに原案

を策定しております。 

このようなことから、原案の表現で全て包

括されていると考えております。 

１１ 13 ページの「芸術・文化・・・につ

いて」の表現内容に追加文章を提案

する。 

５行目に続き「充実が求められてい

ます。また、芸術や文化は社会を豊

かにし、人生などを深く掘り下げて見

つめるきっかけに繋がるものでもあり

ます。」 

記載済 ご提案の文章との相違はあるものの、この

項目の冒頭４行の記載において、「芸術・文

化は、ゆとりやうるおいなど精神的な充足を

与えるほか、地域の個性や独自性を生み出

すなど、地域の活性化と密接に結びついて

いることから、今後とも・・・」と芸術・文化がも

たらす効果等について記述を行っておりま

す。 
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意見の内容 検討結果 左記の理由 

１２ １５ページに追加文章を記す必要

がある。 

「このような状況から、子どもや子

育てに関する支援策やサポート体制

が強く求められており、喫緊の課題と

なっています。」 

採用 ご提案の記載を挿入することにより、より具

体的な表現となると判断し、追加いたしま

す。 

１３ ３１ページ「学校改善プランの推

進」については、１学級の人数を２５

人以下にすることを目標に取り組み

を進めるべき。 

また、下線文章を挿入すべき。 

「・少人数指導・習熟度別指導、グ

ループワーク、小学校・・・・」 

一部採用 ２５人学級の効果については、十分想定さ

れるところですが、教員配置や教室数など人

的・物的両面において現時点では実現可能

性が乏しく、原案に盛り込むのは困難と考え

ております。 

当該施策の事業概要については、学校で

取り組むべき学力向上対策の一例を記載し

ているところであり、グループ学習なども「指

導体制・内容の工夫」の中に含まれると考え

ますので追加いたしました。 

１４ ３２ページ「スクール・アシスタント・

ティーチャー事業」の文章中「つまず

いている子どもの授業のサポート」と

あるが、「つまずいている」はマイナス

表現なので削除すべき。 

不採用 事業の目的から考えると必要な記載と考

えます。 

１５ ３７ページ「青少年育成支援アドバ

イザー」の文章中「不登校傾向にある

児童生徒に対する対策」とあるが、対

策という表現は悪いことに対する対策

なので、「対策」を「対応」に訂正する

ことを提案する。 

採用 ご意見を踏まえ「不登校傾向にある児童

生徒の対応に関すること」と訂正いたしまし

た。 

１６ ４０ページ「中１ギャップ」の用語解

説文中「不登校の割合やいじめなど

の問題行動の増加」とあるが、「問題

行動」と一言では括れないものがある

ことから、「問題行動」を削除すべき。 

不採用 「いじめ」を問題行動の一つとして捉えるこ

とは、文部科学省などでも行われていること

であり、一般的な見解であると考えておりま

す。 

１７ 42ページ「大項目４」中の 4行目に

下線文を挿入すべき。 

「子どもたちが安心して楽しく学べ

るような良好な・・・・」 

採用 ご提案の記載を挿入することにより、より具

体的な表現となると判断し、追加いたしまし

た。 
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意見の内容 検討結果 左記の理由 

１８ 44 ページの「中項目４」の成果

指標について、指標の名称の

「（米･野菜の全使用量に対する

～）」とあるが、米についてはすで

に 100％石狩産米を使用している

ので、平成 26年度の成果指標は

米を含めない目標数値にし、

「（野菜･魚等の全使用量～）」と

すべきと考える。 

不採用  学校給食における地産地消の重要性は認識

しており、これまでも鋭意取り組んでおりますが、

地元における供給量は食材によって様々です。

成果指標は、給食での使用割合が向上・維持さ

れているかを判断する目安となることから、一定

程度供給量のある代表的食材をもって設定する

方が望ましいと考えます。このようなことから代表

的品目である米と野菜について設定したところ

です。 

なお、魚についても地産できる魚種もあり、例

えば鮭については、既に 100％石狩産を使用し

ております。今後とも指標設定品目でなくとも地

元食材の使用に努めることには変わりがないこと

をご理解願います。 

１９ 45 ページの「中項目４」の関連

事業中、「給食環境の改善」に

「食器具の充実等の推進」とある

が、現在、麺どんぶりとして使用し

ている器には 1 袋分の麺が入りき

らない問題がある。現状として麺

どんぶりが必要とされているので

具体的に目標とすべき。また、食

育の観点からトレイが必要と考え

るのでその方向性を明記すべきと

考える。 

その他 施策・事業の概要については、詳細を記述す

るものではなく、５ヵ年の施策・事業の一定の方

向性を示したものです。 

ご意見については、その必要性を否定するも

のではありませんが、器のサイズやトレイの導入

については、施設の現状において、保管や運搬

面などから困難な状況にあることをご理解願いま

す。 

２０ 45 ページの「中項目４」の関連

事業中、「給食センター施設整備

の検討」に「～センターの統合等

について～」とあるが、食の安全・

安心の観点から小中別献立を原

則として検討すべき。 

なお、改修時における施設設

備のあり方（ハサップ等）について

の考え方が見えない。 

一部採用 給食センター施設整備の検討については、統

合を前提としたものではなく、老朽化している第

２給食センターについて、統合も含めその更新

手法等を計画期間において検討しようとする主

旨です。誤解を生ずるおそれがありますので、

以下のとおり訂正いたします。 

「安全・安心で効果・効率的な運営を図るた

め、老朽化したセンターの施設整備等につい

て検討」 

なお、今後、施設の改修にあたりましては、昨

年４月１日施行の「学校給食衛生管理基準」でう

たわれております「HACCPの考え方」に基づき、

実施して参ります。 

また、その際には食の安全・安心等を最も重

視する必要があり、小中別献立など、施設のみ

ならず給食のあり方全般を検討することになりま

す。 
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意見の内容 検討結果 左記の理由 

２１ 45 ページの「中項目４」の関連事

業中、「給食メニューの充実」につい

て、石狩デーに限らず農閑期に根菜

類を使用する際などに生産者に話を

してもらうことにより残滓が減量される

と思うので、交流給食なども加筆すべ

きと考える。 

採用 ご意見を踏まえ、より具体的な表現となる

よう次のとおり追記しました。 

「リクエストメニューや石狩デー（地産地消

メニュー・生産者などとの交流給食）による安

全安心で楽しい給食の提供」 

２２ 47 ページ成果指標中「情操教育

プログラム」について、「感動する」と

いったこころの内面に関しては、数値

目標値を掲げるのはふさわしくない

ので、表記しないことを提案する。 

採用 ご意見を踏まえ、具体的な数値目標を記

載することは必ずしも相応しいものではない

と判断し、上向き矢印により、増加を目指す

方向性を表現することといたしました。 

２３ 47 ページ「道徳教育」について、

道徳とは子どもたちの日常生活とい

った経験の中から、また様々な本や

映像といった情報の中から社会規範

や人としての倫理観などが養われて

いくものと考えることから、ある一定の

副読本から学べるものではない。道

徳教育では人権教育がなされるべき

なので、そのような表記にすべき。 

その他 道徳教育が幅広い方向から行われるべき

ものであることは認識しているところですが、

学校の「道徳の時間」においては、副読本や

模擬体験、表現活動などを有効に活用しな

がら道徳教育の充実を図ることが必要と考え

ております。 

また、人権教育については、道徳のみなら

ず、総合的な学習の時間、特別活動などを

含め、様々な場面において推進すべきと考

えております。 

２４ 48ページ「中項目２」中、「子どもは

自らの力で本に囲まれた環境をつく

ることができないことから」を削除する

よう求める。 

理由はこの表記は当たり前のこと

ではあるが、「子どもは・・・できない」

と言ったマイナーな表現なので、わざ

わざ表記すべきではないと考える。ま

た、子どもの人権を考えた時、このよ

うな表記は、ふさわしくなく、削除す

べきと考える。 

採用 ご意見を踏まえ、より適切な表現となるよ

う、次のとおり訂正いたしました。 

「子どもは、自らの力で本に囲まれた環境

をつくることができないことから、子どもが本

に接することができる環境の大切さを私たち

大人も理解することが必要です。」 

２５ 51 ページ「問題を抱える児童生徒

とその保護者への・・・」の下線部分の

削除を提案する。 

また、「不登校児童生徒の適応指

導の充実」とあるが、「不登校児童生

徒の教育環境の保障」という表記を

提案する。 

不採用 「問題を抱える」については、項目の内容

を具体的に示すうえで必要な記載と考えて

おります。 

「不登校児童生徒の適応指導の充実」に

ついては、「適応指導」という表現だけでは、

狭義であると考え、「不登校児童生徒の指

導・支援の充実」と訂正いたしました。 
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２６ 51 ページの成果指標「不登校児童

生徒のうち学校復帰した割合 目標

50％」とあるが、学校復帰が第一目的

ではなく、教育を受けられるようにする

ことが市の責務であり、目標値を掲げ

るべきではない。「いじめの認知件数

や解消」についても、どの時点で解決

と捉えるのかは難しく、数値を掲げる

べきではないと考える。 

採用 ご意見のように数値目標を掲げることによ

り、現場においてその達成が最優先という発

想で取組みが進められ、同時に当事者にと

って重圧になりかねないという懸念があること

から、指標を以下の内容に変更しました。 

指標の名称 単位 
平成20年度 

（実績） 

平成26年度 

（目標） 

不登校児童 

生徒数の割合 
％ 

小   0.24 

中   3.76 

 

いじめ件数 

（認知件数） 
件 

小    113 

中     92 

 

 

 

２７ 51 ページの成果指標「不登校児童

生徒のうち学校復帰した割合 目標

50％」について次の理由により取り下

げて欲しい。 

・子どもと保護者の日常的なやりとり

で、非常にストレスの多い家庭環境

となる。 

・不登校生徒のいる学校の先生の負

担感をあおり、家庭との軋轢も生じ

る。 

・学校に行くことが子どもたちにとって

一番良い方法だというのは施策とし

て無理が生じる。 

・学校復帰を掲げても不登校児童生

徒の困り感に寄り添った対応がされ

なければ、当事者にとって圧力以

外の何物でもない。 

２８ 学校復帰策のみならず、子どもた

ちの困り感に寄り添う施策を望む。学

校に行っていない子どもたちも、その

時々の支援があれば大きく伸びてい

けるので、具体的に何ができるかを検

討して欲しい。例えばスクールソーシ

ャルワーカーの積極的な導入と活用

など。 

また、地域社会においては、フリー

スクールのネットワークなども大きな役

割を担っているので積極的にかかわ

って欲しい。 

参考 教育行政の推進計画である本プランにお

いては、51 ページ中項目３「問題を抱える児

童生徒とその保護者への支援体制を充実し

ます」の施策を着実に実施することを基本と

しながらとり進めて参りたいと考えております

が、今後は地域社会におけるフリースクール

のネットワークなど、関係者との情報交換を

進めて参ります。 

 



【テーマ１５：石狩市教育プラン・子ども読書活動推進計画の策定】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

２９ 52 ページ「不登校児童生徒への

適応指導の充実」を「不登校児童生

徒への支援」、「不登校児童生徒へ

の指導及び・・・」を「不登校児童生徒

への様々な支援及び・・・」に変更す

ることを提案する。 

一部採用 ご意見を踏まえ、「不登校児童生徒への

適応指導の充実」を「不登校児童生徒への

指導・支援の充実」に、「不登校児童生徒へ

の指導」を「不登校児童生徒への指導・支

援」に訂正いたしました。 

３０ 55 ページの「③食に関する指導の

充実」中、食育推進支援事業に「食

育の取り組みを進める学校に対する

支援」とあるが「学校で食育を取り組

めるように支援する」とすべき。 

採用 ご意見を踏まえて「学校で食育を取り組め

るように支援」という表現にしました。 

３１ 55 ページの「③食に関する指導の

充実」中、体験メニューの奨励と食に

関する普及啓発について、弁当の日

の創設を検討すべき。（香川県滝宮

小学校、国分寺中学校などで実施し

て多くの事例発表がされている。現

在 530 校で実施、道内で小学校１校

中学校 1校、大学で 1校が実施。） 

また、食体験を単に農業、漁業体

験に留まらせず、食は生きることの基

本であることから調理体験を取り入れ

るべきと考える。 

参考 ご意見については、食育上効果的な取組

みと考えます。 

弁当づくりの日については、地産地消の

観点から農業関係団体などで推進の動きが

あることなどから、動向を注視しながら方向

性を探っていきたいと考えております。 

また、ご意見と同様の主旨をもって、来年

度、弁当づくりをテーマとした調理体験教室

を予定しており、当面このような事業の取組

みを継続して参ります。 

３２ 71 ページに「ふるさとを学び伝える

取組の充実」とあるが、北海道の先住

民族であるアイヌ民族に関することを

表記すべき。 

不採用 「郷土への理解と愛着を深め、文化･伝統

を継承する」という記載において、ご指摘に

ついて包含しているところです。 

なお、具体的な施策等については、現在

「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談

会」報告書を受け、国において具体的な政

策を検討している最中であり、現在、その動

向を注視する段階であることをご理解願いま

す。 

 



【テーマ１５：石狩市教育プラン・子ども読書活動推進計画の策定】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

３３ 石狩市は太平洋戦争で空襲に遭

い悲惨な犠牲を受け、市民がそれを

語り継いできている歴史がある。市は

1994 年に「平和都市宣言」をし、ま

た、本年 10月には広島市と長崎市が

主導する国際 NGO「平和市長会議」

にも加盟し、さらに、沖縄の恩納村と

の平和交流も実施してきており、平和

教育の推進を図っている。これらか

ら、今後更に国際的な観点に立って

平和を引き継ぎ、構築していくことが

求められており、「平和教育」を教育

プランに盛り込むことが大切と考え提

案する。 

 

採用 平和教育については、3ページの「自立す

る市民像は」の「(8) 国際理解を深め、平和

を愛する心を持つ人」として位置づけており

ますが、それが原案においてより具体的に

表現されるよう、40 ページの「奨励プログラム

の推進」の事業概要「情報教育・環境教育・

国際理解教育・人権教育などを奨励」という

記載の中に「平和教育」という記載を挿入い

たしました。 

３４ 子どもの読書活動推進計画につい

ては、それが「冬休み読書感想文大

会」にさえならなければ、よいことだと

思う。 

その他 この度の「子どもの読書活動推進計画」

は、これまで実施してきたブックスタートや学

校での朝読書などに、特に取組みがなかっ

た発達段階期（空白期）にも新たな取組みを

加えるなど、子ども期を通じて一貫した読書

活動の推進を図ることを念頭に策定いたしま

した。計画の目的が達成されるよう推進して

参ります。 

 

 

 

 



 

テーマ１６ 石狩市次世代育成支援行動計画後期計画「こども・あいプラン」の策定 

担 当 課 子育て支援課 期 間 平成２１年１２月１日～平成２１年１２月２８日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ こども・あいプランに

成果指標、目標事業量

が記載されているが、最

終的に何を目標とする

のか？ 

その他 こども・あいプランでは、「子どもの生きる力を育てる」「子ど

もと家庭の救済・支援」「子育てにやさしいまちづくり」の３

つを基本目標として位置づけています。この基本目標を

達成するため、目標ごとにそれぞれ３つの施策を位置づ

け、平成 22 年から５年間において具体の事業等を推進し

てまいります。なお、成果指標や目標事業量は、事業等の

評価と進捗状況について、数値により客観的に把握する

ため、現時点での実績を踏まえ、ひとつの目安として掲載

しております。 

２ 防犯などの取組につ

いて、地域でもあいさつ

運動などが実施されて

いるが、庁内でも縦割り

ではなく市民生活課や

教育委員会などと連携

して一元化した取組が

必要であると考える。 

記載済 こども・あいプランは、４ページの「３ 計画の位置づけ」に

記載されておりますとおり、子ども施策を総合的に進めて

いくための計画として位置づけています。このため、計画

の策定段階から、教育委員会との合同作業を行い、子ど

もを取り巻く課題の共通認識を図り、計画に反映しました。

このほか、子育て支援のみならず母子保健など、様々な

分野を横断的に網羅していることから、庁内での連携に努

めることにより、一元的な子ども施策の推進を図ってまいり

ます。  

３ 地域の関係などが希

薄になっていることか

ら、あいさつ運動などを

通じて、人間関係をつく

っていくようなシステム

の検討が必要と考える。 

例えば、団塊の世代

などを活用するなど、協

働の取組を地域と一緒

に進めていくことが望ま

れる。 

記載済 こども・あいプランでは、７ページの「２ 計画の基本視点」

に記載されておりますとおり、地域や関係機関との「協働」

と既存資源やマンパワーを活用した「石狩らしさ」を、全て

の施策を貫く視点として位置づけています。さらに、子育

て・子育ちを社会全体で協働により支え合うまちづくりを基

本理念とし、これを具現化するため施策等を進めてまいり

ます。 

４ 今回のパブコメ資料

はかなりボリュームがあ

ることから、市民に対し

ては、要約されたものを

示すなどの工夫がある

といい。 

その他 今回の資料は５つの計画をすべて全文で掲載していたた

め、ご覧いただきにくい資料となってしまい大変ご不便を

おかけいたしました。 

今後は概要版を作成するなど、市民のみなさんにわかり

やすい情報提供の方法を工夫してまいります。 



 

テーマ１８ 石狩市下水道ビジョンの策定 

担 当 課 下水道課 期 間 平成２１年１２月２１日～平成２２年１月２０日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ パブコメ資料には、概要版の提出

だが、そのほかの案があるのでしょう

か。 

その他 市が作成した下水道ビジョン（案）には概

要版と詳細版がありますが、パブリックコメン

トにかけたものや、下水道事業運営委員会

で審議したものは概要版であることから、今

後は概要版が正式な本市の下水道ビジョン

となります。詳細版は資料編とします。 

２ （10 ページ）将来目標を実現する

ための具体的施策のⅠ．快適な環境

を守る ①効果的な汚水処理の推進

の項に「なお、下水道認可区域外に

ついては、生活排水処理基本計画に

基づき、個別排水処理施設整備事業

等による合併浄化槽の整備を進めて

います」とあるが、個別排水処理施設

整備事業のほかにどのような事業を

対象としているのか解らないので等と

せずに事業名を明記すべきである。 

不採用 国から財政的な支援を受けられる浄化槽

整備事業は、本市が実施している「総務省が

所管する市町村設置型の個別排水処理整

備事業」のほか「環境省所管で個人が設置

する浄化槽設置整備事業」「環境省所管で

市町村が設置する浄化槽市町村整備推進

事業」の 2事業があります。 

今後、本市の浄化槽整備においては他の

事業を実施する可能性もありますが、本ビジ

ョン（案）では事業名を明記する段階ではな

いとの判断から「等」としているものです。  

３ （2 ページ）個排事業については厚

田区の住民の間では問題があると意

識されているが「下水道経営の現状

と課題」の項では、個排事業につい

ては記載がされておらず当ビジョン案

策定時の調査不足の感じがする。合

併浄化槽の整備を推進するについて

個排事業の課題を明確にして解決方

法を策定する必要がある。  

参考  本ビジョン（案）は、公共下水道事業と特定

環境保全公共下水道事業を対象としている

ものであり、浄化槽事業については「生活排

水処理基本計画」によることとしております。 

 しかし、生活排水（汚水）処理の全体像を

把握するうえで浄化槽の役割も重要であるこ

とから、本ビジョン（案）を市民にご理解をい

ただくうえで必要と思われるところについて

は記載をしているものです。 

４ （11 ページ） Ⅲ．安定した経営を

目指すのⅢ－１ ⑦に「一般会計から

の支援や公共下水道との統合など解

決策を検討」とあるが、個別排水処理

施設整備事業も含め、石狩市で行う

同様な行政サービス制度を一本化し

て公平な住民サービスの事業推進を

すべきである。 

その他 前述のとおり、本ビジョン（案）は、公共下

水道事業と特定環境保全公共下水道事業

を対象としておりますが、生活排水（汚水）処

理に係る各会計の経営安定化を図る場合に

は、個別排水処理施設整備事業も含め検討

することになると思いますので、貴重なご意

見として参考にさせていただきます。   

 



 

テーマ２０ 石狩市農村滞在型余暇活動機能整備計画の策定 

担 当 課 農林水産課 期 間 平成２１年１２月２１日～平成２２年１月２０日 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

１ 農地の有効活用との視点及び都

市住民の家庭菜園や田舎生活への

関心の高まりから、農地を市民農園

などでの作物栽培への提供を検討す

る必要がある。 

記載済  提案のあった農地の有効利用について

は、本計画第２-３-(２)-イ-(ア)にて、「農村滞

在型余暇活動を提供するために継続的に農

作業の体験の用に供することが必要な農用

地として、農作業体験農園や貸付農園など

（以下｢体験農用地｣という。）を設ける。」とい

う記述があり、改めて記載する必要はないと

考える｡ 

２ 石狩各地域の農業及び自然・文化

の特性を生かした農業体験により都

市住民が望む食の安全と自然の魅

力を市民は充分享受でき、さらに石

狩の農業理解に供し地域農業推進と

なる。新石狩市を田園都市として創

造するには農村と都市の交流を盛ん

にする事で実現可能である。 

参 考 本計画は、まさに農村地域という資源を生

かして都市住民との交流を図っていくための

計画であり、さまざまな自然資源を有し、大

都市に隣接するという恵まれた条件をどのよ

うに生かしていくのか、ご意見も参考にして

計画を推進する中で、関係者と共に引き続

き検討を深めていく。 

３ 厚田区の『みなくる』に地場農産物

の加工体験や地場産品を使った食

事の提供機能を新たに整備する事で

パークゴルフに来場する人々に厚田

の産物の PRができ､地域の産業の振

興につながると思われる。既存の施

設を活用する事が重要である。 

上記の意見は提案意見のひとつで

あり、市内の各地域ではもっと活用で

きる様々な施設や遺産がある。地域

との協働による新石狩の発掘が魅力

ある石狩の創造につながる事と思わ

れる。 

 

不採用 

本計画にて記載されている整備計画に基

づく施設は、農業者等にグリーンツーリズム

に係る事業計画について事前に確認し、本

計画への記載が適当であるとしたものであ

る。施設を新しく建築するもの、既存の施設

を利用するものなど事業主体によって分か

れるところだが、今後も新規の事業計画が出

てくれば本計画に追加していくこととなり、市

も個別の相談には随時応じていく。 

現在の日本の経済状況から見ても、施設

を新しく建築する必要性については計画の

段階で詳細な検討を要する部分である。本

計画の性格上農村地区での事業となるもの

が多いと思われるため、既存の施設の利用

を含め、耐久年数や景観その他の点も考慮

しながら決定していくことが望ましいと考え

る。しかし、どのような施設を必要とするかは

本計画に基づいて整備地区内に施設等を

予定している事業主体が自身の計画の実現

のために判断することであり、個別の相談に

は応じていくが、本計画への記載について

は不要と考える。 



【テーマ２０：石狩市農村滞在型余暇活動機能整備計画の策定】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

４ （２）農村滞在型余暇活動に資する

ための機能の整備に関する方針に、

点在する各余暇活動の場を線でつな

ぐ工夫が必要である。厚田区と浜益

区を結んでいた江戸時代の道路であ

る濃昼山道などは最適な材料で山道

の維持がボランティアの手で行われ

ている。山歩き・森林浴のニーズは多

く、歩く事での健康保持が可能な事

が知られている。 

山道の整備をボランティアの手に

委ねるだけでなく、濃昼山道を石狩

の遺産として、山道案内表示や安全

な山歩きの確保などの更なる整備が

必要である。 

厚田区から浜益区をつなぐ「線」と

して活かせるものと思う。 

不採用 本計画は、本計画に規定する整備地区内

にて、農業振興に寄与するための機能を整

備するためのものである。 

指摘された山道は、観光資源の一つと考

えられ、本計画に基づいた施設を利用した

人々に活用していただく方策の検討も必要

なことは意見のとおりだが、本計画そのもの

では触れる必要はないと判断する。 

５  第３－４ 支援体制の整備の項に必

要な指導・助言を行うとあるが、この

事業はこれからの石狩市での農業対

策の大きな柱となるものと思う。ただ

農業者に農産物生産努力以外にホ

スピタリティが新たに求められ、なお

安全・安心な農産物の提供にはそれ

を裏付ける栽培情報の消費者へ公

開などが必要となる。 

グリーンツーリズム推進協議会を農

業関係機関・団体で組織するとある

が、当事者である農業者及び利用者

の市民を含めた協議機関にするべき

であり、石狩市の環境保全や景観保

全には市民のコンセンサスが醸成さ

れなければ永続的な農村滞在型余

暇活動とはならない。 

参 考  グリーンツーリズムは農業者にとっても、農

産物を生産し出荷するだけではない様々な

可能性を秘めたコンテンツであり、付加価値

を高めるための努力に対する支援は当然必

要となってくる。本計画においても重要な柱

のひとつであり、その精神はすでに計画内に

含まれている。 

グリーンツーリズム推進協議会について

は、本計画内で述べているものは助言・指導

などの支援をするための組織として整備する

予定であることから、各分野の専門知識を有

する者または団体の参加が見込まれ、一般

個人による協議会への参加は基本的にはな

いと考えている。 

ただし、実際にグリーンツーリズムを進め

ていく上で、横の連携を図るための組織は

必要不可欠であり、第２－５－(１)に記載のあ

る「各整備地区または施設の種類ごとの代表

者からなるネットワークを確立し、サービス水

準の向上や人材の育成等について、システ

ムや情報の共有を図る」ような組織を、支援

するための組織とは別に構築することにな

る。その際には市民の意見を反映させること

が可能と考えられる。 

 

 



【テーマ２０：石狩市農村滞在型余暇活動機能整備計画の策定】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

６ 役所内部では「農村滞在型余暇活

動」は当然のこととして捉えているの

でしょうが、まず第三者としては読ん

でもその内容をスッキリと理解できま

せん。 

全石狩の意味で本地区という言葉

を使って、全体的に総花的記述とな

っていることも理解しづらい理由かも

しれません。 

その他 農村滞在型余暇活動とは、都市住民が余

暇を利用して農村に滞在し行う農作業体験

等の活動を指す。具体的には農家民宿、市

民農園、農家レストランなどが挙げられ、本

計画はそのような都市住民を受け入れるた

めの施設について、今後５年間の整備予定

をまとめたものである。 

石狩市は山海の自然に恵まれ、漁業の歴

史が取り上げられることが多いが、農業につ

いても水稲をはじめとする多様な農産物があ

る。これらの１次産業資源を生かして農業体

験や農業へ対する理解を深める活動を行う

ことで、都市と農村の交流を深め、農業の振

興へとつながっていくことが期待される。 

そこで、本計画を策定することにより、住民

はもちろん農業関係者のグリーンツーリズム

に対する意識を向上してもらい、石狩市全体

の活性化につながるようにしていきたいと考

えている。本計画の意向に基づいて、各事

業主体者が具体的な計画を立てて実行して

いくこととなる。 

７ おそらく農村滞在型余暇活動もい

くつかに分類できると思います（例え

ば、寄り道型、通い型、宿泊型な

ど）。そうだとすると、各エリアや各施

設がどの型に当てはまりそうだ、この

エリアを伸ばすには何が足りない、と

いう整理・理解が可能になります。そ

ういう視点での項立てもあってよいの

ではないでしょうか。せっかくの付帯

資料をもっと活かすような記述が必要

だと思います。 

不採用  ３市村の合併によってできた新石狩市は地

域の特色が顕著ではあるが、グリーンツーリ

ズムについては全市的に未だ浸透している

とは言い切れない。この計画が実施され、農

村滞在型余暇活動が本市においても本格

化することでエリア分けするなどの必要性が

出ることも考えられるが、現時点ではエリア分

けすることにより事業内容を制約するマイナ

スの影響が危惧される。 

 付帯資料３については、南北に長い石狩

市について資料を作成するために、便宜的

に３つの地区に分けたものである。 

 



【テーマ２０：石狩市農村滞在型余暇活動機能整備計画の策定】 

意見の内容 検討結果 左記の理由 

８ ｐ６で「農村景観の維持・形成」に

ついて方針を述べていますが、ア－

（オ）よりもっと大きな広い景観という

見地での、各地域（エリア）のセール

スポイントが何かが見えてきません。ｐ

２の「基本的な考え方」の前段がそれ

に該当するのかもしれませんが、でき

るだけ具体的例も挙げた方がいいと

思います。 

不採用  本計画の性質上、景観についてはあくまで

農村景観に着目した記述になる。指摘され

た項目については石狩市全体の農用地・農

業施設用地・農家住宅用地・林地・水辺地の

土地利用について方針を述べているもので

ある。他の箇所についても石狩市全体で考

えられる事項について述べており、具体的な

石狩の景観についてもすでに述べられてい

ることから追加の記載は不要と考える｡ 

９ 伝統的文化という言葉からすると、

少なくともｐ７の「その他必要事項」で

漁村（漁業者）との連携などについて

追加すべきだと思います。例えば浜

益の木村農園は最初網元であって

当時移植したリンゴの老木がまだある

といように、石狩・厚田・浜益の歴史・

伝統文化は漁業抜きには語れないか

らです。 

採 用  ご指摘のとおり、第３「その他必要事項」

-５「交流人口等の具体的な達成目標」第２

段落に、次のとおり加筆する。 

 『計画の目標値には、本地区で農産物

直売所を運営している施設、収穫体験の観

光農園等の入込客数を基に、今後、新たな

施設整備や漁業との連携による増加を見込

み、５年後の増加率を 1.50 と設定して、入込

客数を算出している。』 

 

 



資料５ 第４次審議会からの答申に対する取り組み状況 

 

（１）市民参加手続マニュアルの改定 

◼ 現行のマニュアルに次のような視点を加え、さらに改善することが適当と考える。 

① 行政活動の中における市民参加手続の位置付けの明確化 

② 手続の手法として｢意見交換会｣を追加 

③ 市民参加手続担当窓口の明確化 

④ 具体的な事例の掲載 

◼ マニュアルは広く市民に公表することを希望する。 

 

➢ ①から④までの内容を反映し、「市民参加手続マニュアル２０１０」を作成した。 

➢ マニュアルは石狩市ホームページに掲載するとともに、希望者へ配布する旨の記事

をあい・ボード、広報いしかり７月号に掲載する。 

 

 

（２）職員研修の充実 

◼ 具体的な提言に向け、職員研修への市民参加制度調査審議会委員の参加を希望する。 

 

➢ 下記日程で職員研修を開催する。 

【本 庁 舎】 平成２２年７月２１日（水） １０：００～、１３：３０～ ４階４０１・４０２会議室 

【厚田支所】 平成２２年７月２０日（火） １０：００～ ２階会議室 

【浜益支所】 平成２２年７月２０日（火） １４：００～ ２階庁議室 

 

 

（３）市民の参画意識を高めていくために 

◼ 町内回覧を活用したり、事例を広報いしかりで知らせるなど、新たな工夫をしながら

情報提供手段の改善が必要と考える。 

 

➢ 市民参加制度の概要や市民参加手続の情報を得られる方法などについて、町内回覧

を活用して提供する。 

 

 


